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1.　日　時 ２０１９年２月１０日（日）13：00 ～ １１日（月･祝）11：45
2.　場　所 パナソニックリゾート大阪
3.　講　師 真　喜代司　　（技術委員会委員長）

千野　雅人　　（技術委員会副委員長）
今庄　充世　　（技術委員会副委員長・競技部副部長）
平尾　　 豊　　（競技部長）
藤村　利道　　（審判部長）
馬場　治男　　（総務部長）
安枝　和子　　（審判部副部長）
近藤　聡史　　（総務部副部長）
清水　恭子　　（競技部アンチドーピング課長）
森　   義彦　  （競技部施設用具課長）
中村　康夫 　(技術委員会アドバイザー・前技術委員長/専務理事)

内　　　　　　　　　　　　　　　容 講 師  及び  担 当 者

 ≪司会進行…安枝　和子≫

（時刻） （所要時間)

 開会行事　

13:00 13:05 0時間05分  ・（公社）日本ホッケー協会　あいさつ  副会長：内藤 貴嗣

   JHAの現状について  専務理事：中村 康夫

13:05 13:10 0時間05分  ・技術委員長　あいさつ  技術委員長：真 喜代司

 　国際ホッケー界の現状と日本の位置づけ

13:10 13:20 0時間10分  ・アンチドーピングに関する問題について  アンチ ドーピング課長：清水 恭子

　〔201９年度のアンチドーピング規定変更点を中心に〕

13:20 13:40 0時間20分  ・施設用具関係について  施設用具課長：森 　義彦

　① 公認フィールドについて

　② 競技役員用具等について

13:40 14:30 0時間50分  ルール研修 １

 ２０１８年度大会における規則適用状況について  競技部長：平尾 　豊

 ２０１９年度規則書・レギュレーションについて〔説明〕  

　　・クォーター制導入について

　〔競技運営・ジャッジテーブル業務について〕  副委員長：今庄　充世

休憩 10分

14:40 15:10 0時間30分  ルール研修 2

　〔競技運営規程・競技役員規程の改訂について〕  総務部副部長：近藤 聡史

　〔その他規程類について〕    

　〔インドアホッケーについて〕

15:10 16:00 0時間50分  ルール研修 3

　〔審判の昇級講習会の開催状況と課題〕  審判部長：藤村 利道

　〔２０１８年度大会の反省(VTR活用）〕  審判部副部長：安枝 和子

　〔テーブル関係の反省点〕  副委員長：今庄　充世

　〔女性競技役員の必要性について〕

休憩 １0分

16:10 16:40 0時間30分  選手・役員の登録（カード発行を含む）について  総務部部長：馬場 治男

16:40 17:00 0時間２0分  ２０１９年度の登録規程について  副委員長：千野 雅人

19:00 （予定）  懇 親 会　≪進行係り…近藤　聡史≫

 ≪司会進行…馬場 治男≫

9:00 9:15 0時間15分  ・２０２０東京オリンピックの準備状況・その他情報提供  東京オリンピック組織委員会

9:15 10:15 1時間00分  ・質問要望事項に関する回答及び質疑応答 　　　　（回答者講師）
　　　真 喜代司、千野雅人

　　　今庄充世、平尾 　豊

①　 藤村利道、馬場治男

　　　安枝和子、近藤聡史

休憩 １０分 　　　清水恭子、森　 義彦

　　　中村康夫

10:25 11::00 0時間35分  ・ルール研修 ４　 　　

　〔２０１９年度の競技会に向けて〕  技術副委員長：千野 雅人

11:00 11:15 0時間15分  ・質疑応答

  〔講習会全般について〕

11:15 11:20 0時間05分  閉会あいさつ　・（公社）日本ホッケー協会  専務理事：中村 康夫
 　　　　　　　　　・技術委員会委員長  技術委員長：真　喜代司

②　①に同じ

※研修会記録・会場設営・受付・その他準備……日本協会事務局長：坂本幼樹/技術委員会総務部総務課長：高橋英行

2月1１日（月･祝）

２０１８年度　　全国ル ー ル統一 研 修 会　　日 程
( ２０１９年度に向けてのルール研修会 )

時　　　　間

２月１０日（日）

４．日　程
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No. 参加者氏名 所属組織 No. 参加者氏名 所属組織

1 松 本 昌 宏 LIEBE栃木 51 柴 田 稔 北信越ブロック（長野県協会）

2 若 林 勝 己 LIEBE栃木 52 倉 脇 寛 支 北信越ブロック（石川県協会）

3 姜 建 旭 VERTEXﾎｯｹｰﾁｰﾑ 53 古 﨑 竜 司 北信越ブロック（福井県協会）

4 小 澤 和 幸 グラクソ・スミスクライン Orange United 54 斎 藤 靖 北信越ブロック（新潟県協会）

5 湯 澤 健 人 グラクソ・スミスクライン(監督代理) 55 安 木 貴 子 中国ブロック（鳥取県協会）

6 古 賀 明 子 コカ・コーラレッドスパークス 56 成 田 健 一 関東ブロック（千葉県協会）

7 藤 島 弘 介 ＡＬＤＥＲ飯能 57 渡 邉 道 彦 関東ブロック・（東京協会）

8 沖 津 光 輝 山梨学院大学OCTOBEREAGLES 58 西 山 宏 明 近畿ブロック（京都協会）

9 宮 崎 奈 美 聖泉大学 59 我 妻 順 子 関東ブロック（埼玉協会）

10 高 橋 涼 駿河台大学 60 相 馬 知 恵 子 関東ブロック（山梨県協会）

11 水 見 真 彩 駿河台大学Ladybirds 61 児 玉 茂 樹 近畿ブッロク（滋賀県協会）

12 大 附 紗 也 駿河台大学女子ホッケー部 62 戸 塚 洋 介 東海ブロック（静岡県協会）

13 若 槻 晃 弘 Selrio島根 63 野 澤 達 近畿ブロック（大阪協会）

14 内 田 直 輝 Selrio島根 64 元 宗 宏 寿 中国ブロック（岡山県協会）

15 膳 棚 大 剛 天理大学ベアーズ 65 藤 原 信 幸 東海ブロック（岐阜県協会）

16 森 啓 天理大学ベアーズ 66 高 野 光 洋 関東ブロック（東京協会）

17 長 谷 部 謙 二 天理大学ホッケー女子部 67 伊 藤 幸 子 関東ブロック（栃木県協会）

18 沖 原 佳 乃 天理大学ホッケー女子部 68 細 川 祐 司 北信越ブロック（富山県協会）

19 永 井 祐 司 東海ホッケー協会　ソニーHC BRAVIA Ladies69 壽 山 由 樹 近畿ブロック（大阪協会）

20 井 上 瑞 貴 東海学院大学 70 木 下 英 貴 関東ブロック（神奈川県協会）

21 富 田 紗 矢 東海学院大学 71 氏 家 健 太 関東ブロック（東京協会）

22 樋 口 修 南都銀行 72 高 野 禎 関東ブロック（東京協会）

23 松 村 徹 治 福井クラブ 73 小 林 哲 也 関東ブロック（東京協会）

24 飛 坂 優 行 福井クラブ 74 栗 原 崇 関東ブロック（東京協会）

25 朱 光 珍 福井工業大学 75 稲 元 南 近畿ブロック（京都協会）

26 圷 通 徳 法政大学 76 堀 詩 以 奈 関東ブロック（東京協会）

27 山 田 雅 哉 立命館大学　女子 77 加 藤 拓 馬 関東ブロック（栃木協会）

28 笠 井 千 花 子 山梨学院大学 78 佐 竹 由 加 里 北信越ブロック（石川県協会）

29 田 中 世 蓮 岐阜朝日クラブ 79 尾 木 典 隆 近畿ブロック（奈良県協会）

30 吉 田 一 男 東京農業大学 80 西 松 孝 治 近畿ブロック（京都協会）

31 中 村 真 理 日本ホッケー協会 81 久 保 克 敏 中学校部会 事務局

32 松 村 満 ３２６株式会社 82 八 張 慎 高体連（徳島県協会）

33 柿 崎 幸 男 アシストインターナショナル株式会社 83 渡 辺 健 一 全国高体連・北海道ホッケー協会

34 岸 洋 平 株式会社　アストロ 84 大 久 保 文 義 北信越ブロック（福井県協会）

35 岡 部 貴 秀 株式会社　ジャンボ 85 坂 本 倫 嗣 近畿ブロック（和歌山県協会）

36 濱 本 剛 積水樹脂株式会社 86 苅 谷 和 代 東海ブロック（岐阜県協会）

37 倉 田 隼 輝 積水樹脂株式会社 87 和 田 千 恵 子 関東ブロック（群馬県協会）

38 明 貝 孝 宏 株式会社NKT 88 竹 内 高 広 近畿ブロック（兵庫県協会）

39 鈴 木 茂 明 東北ブロック（山形県協会） 89 髙 橋 英 行 研修会準備担当

40 宮 川 敏 充 北信越ブロック（福井県協会） 90 近 藤 聡 史 講師

41 重 森 誠 東海ホッケー協会 91 清 水 恭 子 講師

42 小 原 直 也 近畿ブロック審判長（京都協会） 92 森 義 彦 講師

43 藤 原 真 由 美 中国ブロック（島根県協会） 93 安 枝 和 子 講師

44 柳 田 敏 行 四国ブロック（徳島県協会） 94 馬 場 治 男 講師

45 冨 山 喜 正 九州ホッケー協会（宮崎県協会） 95 藤 村 利 道 講師

46 田 村 正 東北ブロック（岩手県協会） 96 平 尾 豊 講師

47 渡 邊 希 一 東海ブロック（静岡県協会） 97 今 庄 充 世 講師

48 杉 原 治 中国ブロック（島根県協会） 98 千 野 雅 人 講師

49 三 好 健 一 四国ブロック 愛媛県ホッケー協会 99 真 喜 代 司 講師

50 一 ノ 瀬 元 史 福岡県ホッケー協会 100 坂 本 幼 樹 事務局長

101 中 村 康 夫 専務理事

参加者リスト 
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2018年度新たに加えたレギュレーションと規則適用について 

１ 退場者は、PC実施中にコートの中に帰ることはできない。    スムーズに実施、問題なし。 

２ SO戦の５名の攻撃者の順の事前届出制廃止。その都度の指名制度にする。 実施に問題なし。 

３ SUMPの意見と処理方法について、SUMPが見た事実を回答するので、全く別の判定になることも

あり得る。 ノーアドバイスの時の再開方法とチャレンジ権の継続。  スムーズに実施。上記参照 

４ 横たわったりスライディングしたりしたGKのレガースや胸元の下にもぐり込んだボールについて、

攻撃側がボールを押し込んだ場合は、攻撃側の反則とする。現在はほとんどの場合PCにしている

が、PCの反則を取りに行くような攻撃側のGKに対するボールを押し込む行為を禁止していくことが

主たる目的である。  適用の理解度は、おおむねチームに浸透している、問題なし。 

５ スライディングタックルは、たとえボールを正当に奪っていたとしても、スライディング行為自体が危

険であった場合（危険誘発行為を含む）、カードにより罰せられる。   実施に問題なし。 

６ PC後の、防具の速やかな取り外し、その場合の罰則。   実施に問題なし。 

７ クォーター制導入は、別紙通達文書によって４月１日より適用する。    2019規則に明記された。 
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自然災害等の対応について 

 

※近年、集中豪雨や台風等の自然災害による、試合の中断や日程・試合時間の変更等が多く発生して

いる。また、Jアラート発令時の対応も懸念される。そのため、以下の通り確認しておく。 

① 自然災害等によって、試合時間の短縮、日程の変更およびそれに伴う決勝や準決勝の取りやめが

ありうることをチームおよび競技会運営者は想定していただきたい。 

時間や日程の変更がある場合は、臨時監督会議もしくは緊急連絡（ファックスかメール）により周知

する。その際、後日開催は絶対に避けることとする。TD決済に最大限の協力を求める。 

② Jアラート発令時には、即時試合を中断し避難する。再開は様子を確認した後に TDが判断する。 
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法
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テ
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パ
イ
ア
制
度
の
ど
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ら
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に
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①
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②
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準
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③
大
学
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全
日
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会
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パ
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チ
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チ
ャ
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「
ノ
ー
ア
ド
バ
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」
時
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め
、
詳
細
は
競
技
運
営
規
程
参
照
の
こ
と
。

対
象
大
会
、
試
合
以
外
で
も
T
D
の
判
断
に
よ
り
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

リ
フ
ァ
ー
ラ
ル
時
等
の
選
手
交
代

高
校
生
以
上
の
１
１
人
制
大
会
す
べ
て

６
人
制
及
び
中
学
生
以
下
の
大
会
で
は
実
施
し
な
い
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
権
の
行
使
や
、
P
C
・
P
S
・
得
点
に
関
わ
る
疑
義
が
あ
り
、
審
判
が
時
間
を
停
止
し
た
時
は
、
選
手
交
代
が
で
き
な
い
。

選
手
交
代
は
T
O
が
管
理
す
る
。

ハ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
プ
レ
ー
、
リ
バ
ー
ス
ヒ
ッ
ト

に
よ
る
プ
レ
ー
の
制
限

小
学
生
以
下
の
試
合
に
お
い
て
適
用
す
る

小
学
生
に
お
い
て
は
、
肩
よ
り
上
の
ボ
ー
ル
を
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
プ
レ
イ
す
る
こ
と
及
び
振
り
か
ぶ
っ
て
行
う
リ
バ
ー
ス
ヒ
ッ
ト
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
中
学
生
以
上
（
６
人
制
を
含
む
）
は
肩
よ
り

上
の
部
分
を
含
む
ど
ん
な
高
さ
の
ボ
ー
ル
で
あ
っ
て
も
、
危
険
で
な
い
限
り
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
プ
レ
イ
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

ク
ォ
ー
タ
ー
制

高
校
生
以
上
の
国
内
の
試
合
で
適
用
す
る
。
（
6
人
制
は
除
く
）

試
合
時
間
は
１
５
分
の
４
ク
ォ
ー
タ
ー
と
す
る
。
１
Q
と
２
Q
、
3
Q
と
4
Q
の
間
は
2
分
間
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
、
2
Q
と
3
Q
の
間
は
、
1
0
分
間
の
ハ
ー
フ
タ
イ
ム
を
設
定
す
る
が
、
大
会
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
で
変
更
し
て
よ
い
。
P
C
判
定
時
か
ら
4
0
秒
間
は
、
試
合
時
間
が
停
止
さ
れ
る
が
、
選
手
の
準
備
が
で
き
次
第
再
開
す
る
。
試
合
時
間
の
停
止
は
大
会
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
採
用
し
な

く
て
も
よ
い
（
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
方
式
）
。

通
訳
者
の
ベ
ン
チ
入
り

す
べ
て
の
国
内
の
試
合

日
本
語
で
の
意
思
疎
通
が
で
き
な
い
監
督
に
対
し
て
チ
ー
ム
は
通
訳
を
行
う
者
を
ベ
ン
チ
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
訳
者
は
規
定
さ
れ
て
い
る
ベ
ン
チ
入
り
で
き
る
チ
ー
ム
役
員
に
追
加

し
て
ベ
ン
チ
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
訳
者
は
チ
ー
ム
選
手
に
対
す
る
監
督
の
指
示
内
容
を
日
本
語
で
フ
ィ
ー
ル
ド
に
向
か
っ
て
発
声
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ー
チ
ン
グ
エ
リ
ア
が
設
定
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
そ
の
中
で
立
っ
て
指
示
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
コ
ー
チ
ン
グ
エ
リ
ア
に
は
同
時
に
2
名
以
上
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
S
O
戦
時
に
は
ベ
ン
チ
か
ら
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

通
訳
者
は
下
記
の
項
目
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
場
合
に
限
り
ベ
ン
チ
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ン
チ
入
り
に
際
し
て
は
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
リ
ス
ト
へ
の
通
訳
者
氏
名
の
記
載
は
不
要
で
あ
る

が
、
毎
試
合
、
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
リ
ス
ト
提
出
時
ま
で
に
通
訳
者
を
ベ
ン
チ
入
り
さ
せ
る
旨
の
連
絡
を
T
O
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
大
会
参
加
申
込
書
の
送
付
と
同
時
に
通
訳
者
を
ベ
ン
チ
入
り
さ
せ
た
い
旨
の
連
絡
を
T
D
お
よ
び
主
催
者
に
し
て
い
る
。

・
T
D
が
求
め
る
通
訳
者
に
関
す
る
情
報
を
チ
ー
ム
代
表
者
会
議
ま
で
に
T
D
に
提
供
し
て
い
る
。

・
監
督
は
日
本
語
に
よ
る
意
思
疎
通
を
行
う
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
。
（
外
国
人
コ
ー
チ
に
対
す
る
通
訳
者
の
ベ
ン
チ
入
り
は
不
可
）

・
通
訳
者
は
監
督
が
話
す
外
国
語
お
よ
び
日
本
語
に
堪
能
で
あ
る
。

・
通
訳
者
は
J
H
A
が
発
行
す
る
登
録
証
を
所
持
し
て
い
る
。
（
種
別
は
問
わ
な
い
）

通
訳
は
国
際
化
の
流
れ
を
鑑
み
、
あ
く
ま
で
も
監
督
の
外
国
語
に
よ
る
発
言
内
容
を
日
本
語
に
変
換
し
て
選
手
に
伝
え
る
役
割
と
し
て
特
別
に
ベ
ン
チ
入
り
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
通
訳
の

業
務
を
逸
脱
し
た
行
為
（
選
手
の
手
当
て
、
監
督
の
発
言
に
基
づ
か
な
い
コ
ー
チ
ン
グ
、
指
導
、
応
援
、
審
判
・
相
手
チ
ー
ム
へ
の
発
言
等
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
違
反
し
た
場
合
は
、
T
D

ま
た
は
T
O
か
ら
退
場
処
分
を
与
え
る
場
合
が
あ
る
。
言
語
能
力
等
の
判
断
は
T
D
が
行
う
。
大
会
運
営
規
程
で
関
連
す
る
定
め
が
別
途
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
に
従
う
。

P
C
終
了
後
は
、
守
備
者
の
防
具
は
で
き
る
だ
け

速
や
か
に
取
り
外
す
こ
と
。

す
べ
て
の
国
内
の
試
合
で
適
用
す
る

防
具
装
着
状
態
で
イ
ン
プ
レ
イ
中
、
流
れ
の
中
で
ボ
ー
ル
保
持
者
が
防
具
装
着
状
態
で
プ
レ
イ
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
が
、
ボ
ー
ル
を
保
持
し
て
い
な
い
選
手
が
防
具
を
装
着
し
た
ま
ま
プ
レ

イ
に
参
加
し
よ
う
と
し
て
い
た
り
、
プ
レ
イ
が
一
旦
止
ま
っ
た
後
の
プ
レ
イ
を
防
具
装
着
状
態
で
行
っ
た
り
し
た
場
合
は
罰
せ
ら
れ
る
。
（
守
備
側
F
H
ア
ゲ
イ
ン
、
も
し
く
は
攻
撃
側
F
H
あ
る
い
は
P
C

と
す
る
。
）

ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
タ
ッ
ク
ル
（
防
御
）
は
、
た

と
え
ボ
ー
ル
に
対
し
て
正
当
に
タ
ッ
ク
ル
で
き
た
と

し
て
も
、
そ
の
行
為
の
結
果
、
相
手
選
手
が
危
険

で
あ
っ
た
り
、
危
険
を
誘
発
す
る
行
為
で
あ
っ
た

場
合
は
、
反
則
と
し
カ
ー
ド
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る
。

す
べ
て
の
大
会
で
実
施
す
る

相
手
に
接
触
が
あ
り
、
危
険
な
状
況
と
な
っ
た
場
合
は
原
則
と
し
て
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
１
０
分
間
の
退
場
処
分
を
科
す
。

2
0
1
9
年
度
の
国
内
大
会
で
実
施
す
る
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
一
覧
表
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1 

 

序文 目的 

本規程は、ホッケーの大会が公正かつ安全に滞りなく行われ、チーム関係者、観客、運営者、競技役員

等の大会に関わるすべての人々がホッケー競技を通じて、心身の健全な発達、健康の保持増進、精神的

な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵養等を享受し、人と人との交流及び地域と地域との交流を促

進するものである。 

 

1. 大会適用規則 

1.1 試合は大会開始日に有効なホッケー競技規則と本競技運営規程に則って行われる。本規程の付属書によ

る変更がある場合には、その変更を優先させ、本規程として扱う。 

1.2 大会開催にあたり本規程を補完する大会運営規程を定めることができる。大会運営規程と本規程の定め

る内容が競合する場合は、大会運営規程を優先させるが、大会運営規程は、大会開始前までに主催者ま

たは共催者の承認を得なければならない。 

1.3 チーム代表者会議でチーム代表者と TD で合意が得られた事項は本規程に優先する。 

1.4 リーグ戦の場合の順位決定方式は付属書 2 に規定する。 

1.5 本規程は、公益社団法人日本ホッケー協会（以下「JHA」という）のウェブサイトに公表される。本規

程の改訂時には各都道府県協会および関係団体に通知される。 

1.6 行動規範（付属書 4）は、競技に参加する者がホッケー競技への自覚と責任を持つために制定され、適用

される。 

 

2. 競技役員 

2.1 全国大会および国民体育大会ブロック大会のテクニカルデリゲート（以下、「TD」という）は JHA が

指名する。TD は本規程の定める範囲における大会運営に関わる JHA としての全権限と決定権を有する。

全国大会は JHA が主催または共催する大会を指す。 

2.2 TD は大会の競技役員として指名された者の中から、各試合のアンパイア（サジェスションアンパイアを

含む）、テクニカルオフィサー（以下、「TO」という）、ジャッジ（以下、「JG」という）を以下の条

件に基づき指名する。 

a TO、アンパイア、サジェスションアンパイアを出身チームが行う試合に指名できない（可能な限り他の

競技役員についてもこの原則が適用される）。 

b 参加チームのプレイヤー、役員を大会の競技役員に指名することはできない。 

2.3 TD は、全参加者が行動規範を確実に遵守するようにしなければならない。そのための行動規範、関係

する規程に基づく必要な措置を行う権限を有する。 

2.4 TD は、JHA 技術委員長の同意のもと、必要に応じて TD 権限の全部または一部を必要な期間中 TO に

委譲することができる。 

 

3. 参加申込 

3.1 参加チームは別途定められた期日までに大会参加申込書を JHA と大会実行組織委員会（大会主管者）の

両方に提出しなければならない。 

3.2 大会参加申込書に記載されている者は大会参加申込書の提出により、大会運営規程等の JHA が定める規
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程に従うことに同意したものとする。 

3.3 すべてのプレイヤーは、1 から 30 までの数字をつけた背番号により識別され、この数字は大会を通じて

同じでなくてはならない。 

3.4 大会参加申込書には以下の項目が含まれていなくてはならない。 

a 最大 30名までのプレイヤーの氏名とその背番号。プレイヤーの中からキャプテンを指名しなくてはなら

ない。 

b 監督の氏名。監督は、ヘッドコーチ等他のチーム役員とは兼務できない。チーム役員とは大会参加申込

書に記載されている者のうちプレイヤーを除いた者を指す。 

c プレイヤーおよびチーム役員全員の JHA 登録番号。 

d ベンチに入ることを希望するヘッドコーチ、アシスタントコーチ、フィジオセラピスト、ドクター、部

長（各 1 名）がいればその氏名。フィジオセラピストまたはドクターの代わりに手当てする者として登

録することができる。手当てする者は、大会開始日に 20 歳以上でなければならない。 

e JHA ユニフォーム規程に基づくフィールドプレイヤーのファーストおよびセカンドユニフォームの色。 

f JHA ユニフォーム規程に基づくゴールキーパーのファーストおよびセカンドユニフォームの色。 

3.5 JHA は、参加申込書に記載されているプレイヤーの大会参加資格要件（所属、年齢等）および JHA が

発行する登録証の確認をいつでも行うことができる。正当な理由がなく確認を拒否もしくは受けなかっ

たプレイヤーは、当該大会には参加できない。さらに、JHA は当該プレイヤー、所属チーム、関係機関

に対する追加の制裁措置を行うことがある。参加申込書に記載されるプレイヤーおよびチーム役員は、

大会開始時点で有効な登録証を所持していなければならない。 

3.6 同じ会場で別の大会が同時に開催される場合、監督は別のチームの監督を兼務することはできない。 

3.7 大会主管者（実行委員会）はチーム代表者会議までに大会参加申込書のコピーを TD に提出しなければ

ならない。 

3.8 大会参加申込書の記載内容の変更は、大会最初の試合が行われる日の 3 日前の 17 時までに、監督が文

書で大会主管者（実行委員会）に通知しなければならない。文書を電子メールで送信する場合は、大会

主管者および JHA の両方に通知しなければならない。この期限以後の変更は認められない。 

3.9 参加チームが出場を辞退した場合、補欠チームの参加については、主催者が決定する権限を有する。決

定後、速やかに他の参加チーム、メディアに通知されなければならない。 

 

4. チーム代表者会議 

4.1 監督とチームの代表者の合計 2 名は、大会開始前に TD が開催するチーム代表者会議に出席しなければ

ならない。2 名は大会参加申込書に記載された者でなければならない。 

4.2 監督はチーム代表者会議または TD が指定した会議に以下のものを持参しなければならない。 

a フィールドプレイヤーとゴールキーパーのファーストとセカンドユニフォームのサンプル 

b 試合に用いる用具（スティック、ゴールキーパーのヘッドギア、ハンドプロテクター、レガード、キッ

カーズ、フィールドプレイヤーが装着するフェイスマスク、ハンドプロテクター等の防具）。TD により

用具の点検は試合前等の他の機会に行うと決定された場合を除く。 

c 参加者全員の JHA 登録証。TD により登録証の確認を他の機会に行うと決定された場合を除く。 

d JHA 行動規範同意書。（TD の指示があった場合） 
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4.3 やむを得ず監督が出席できない場合は、TD の承認により代理者を出席させることができる。ただし、

代理者は参加申込書に記載された者でなければならない。 

4.4 正当な理由なく出席しなかったチームに対し、TD は制裁措置を行うことがある。 

 

5. スターティングリスト（試合のチーム構成） 

5.1 チームは試合毎に大会参加申込書にプレイヤーとして登録された最大 30 名の中から、最大 18 名までの

プレイヤーを試合に出場させることができる。出場させるプレイヤーは試合毎に異なっていてよい。プ

レイヤーが TD によって 1 試合ないしそれ以上の試合の出場停止処分を受けた場合には、その試合での

出場可能プレイヤー数は出場停止処分を受けた人数分だけ少なくなる。 

5.2 チーム代表者会議で TD が指定した方法（6 人制の大会を除き、電子メールによる提出を原則とする）で

指定された期限までに監督は以下を記載したスターティングリストを提出しなくてはならない。 

a 試合に先発する 11 名のプレイヤー。 

b 試合開始時にチームベンチに座る 7 名までのプレイヤー（出場停止者がいる場合は、その氏名を記載し、

「S」と印をつける）。 

c 試合のキャプテンとゴールキーパー。 

d 試合の監督。監督がやむを得ない理由により不在の場合は、監督を代行する者の氏名。その場合は、あ

らかじめ TD の許可を受けなければならない。 

e 試合のコーチ（ヘッドコーチまたはアシスタントコーチから 1 名が指名される）。 

f 手当する者（最大 2 名）。手当てする者にはフィジオまたはドクターを指名できる。また、手当てする者

には、試合に出場する最大 18 名のプレイヤーと監督を除く者（プレイヤーを含む）を指名できるが、大

会開始日に 20 歳以上の者でなければならない。 

g 試合で着用するユニフォームの色。 

5.3 スターティングリストに記載される者は、大会参加申込書に名前が記載されている者の中からのみ行う

ことができる。ただし TD により、その試合への出場停止処分を受けた者は除く。 

5.4 指名されたプレイヤーが試合開始前の練習中にプレイできない状態になった場合には、大会参加申込書

記載のプレイヤーの中から変更することができる。監督は TO にこの旨を伝えなくてはならず、TO は

これを対戦相手の監督とメディアに伝える。 

 

6. チームの服装、装具、カラー 

6.1 TD は、各試合でのフィールドプレイヤーとゴールキーパーが着用するユニフォームを指定する権限を

有する。 

6.2 試合中にウォームアップする交代プレイヤーは、両チームのカラーとは異なる色のビブス等の服装を身

につけなくてはならない。 

6.3 試合を行うチームは、試合会場にファーストおよびセカンドの両方のユニフォームを持参しなければな

らない。また、それぞれ 2 セットの背番号の付いていないフィールドプレイヤー用ユニフォームと、背

番号として使える素材を準備しておき、血で汚れたユニフォームを着替えるなどの事態に備えなければ

ならない。 

6.4 試合の間、全プレイヤーのユニフォームは揃っていて、整然としていなくてはならない。 
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6.5 フィールドプレイヤーは、 

a 試合中は常にソックスの内側で膝より下にすねあてを着用しなければならない。 

b マウスピースの着用を推奨する。 

  c ユニフォームの下に、体を守る為の装具も着用することができる。ソックスと同色の膝あてはソッ

クスの外に着用することが出来る。 

d TD の許可により、医学上の理由による装具を装着できる。 

6.6 プレイヤーまたはチーム役員が使用するすべての服装、装具には、JHA ユニフォーム規程で認められて

いる以外の広告の表示がないこと。 

6.7 プレイヤーまたはチーム役員が着用する服装、プレイヤーが試合で使用する装具に表示される製造者識

別標については、著しく大きくない限り認められる。 

6.8 フィールド上のプレイヤーは受信装置を装着または使用してはならない。また、TO に危険と判断され

るものを装着してはならない。 

6.9 試合で使用するスティックは、競技規則に記載の仕様に適合し、JHA が認めるスティックシールが添付

されていなければならない。 

6.10 PC 守備時に使用できる保護用手袋の大きさは、長さ 290mm、幅 180mm、厚さ 110mm 以内とする。 

6.11 帽子の着用は認められない。ただし炎天下や大会に応じ、TD の事前の許可に基づき着用できる。着用可

否については、大会の状況、チーム内の統一性や両チームのユニフォームの色との対称性を考慮して TD

が判断する。 

6.12 喪章は TD の事前の許可に基づき着用できる。その際は選手全員（ゴールキーパーを除く）が同一箇所に

着用しなければならない。 

 

7. 試合時間 

7.1 アンパイアが試合を開始・再開し、中断・再開ごとに TO に合図をする。 

7.2 試合時間の管理は TO が行い、各クォーターの終了の合図を行う責任がある。ただし、競技規則に規定

された各クォーター終了時にペナルティコーナーの完遂のための試合時間の延長時は、アンパイアが各

クォーターの終了の合図をする。 

7.3 試合が引き分けで終了した場合に、勝者を決定する必要がある場合は、付属書 3 に規定するシュートア

ウト戦を行い、勝者を決定する。 

 

8. プレイヤーの交代  

8.1 交代は競技規則に従い、公式試合記録に記載されたプレイヤーの中から行う。 

8.2 交代は TO が管理する。 

8.3 交代でフィールドを退出したプレイヤーは直ちにチームベンチに戻らなければならない。 

8.4 交代は監督の責任で行う。 

 

9. フィールドへの入場 

9.1 コーチは、試合の間はいかなる状況下でもフィールドに入場することはできない。ただしシュートアウ

ト戦実施中は入場することができる。 
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9.2 ベンチに入る者は試合中断中も含め、ベンチに着席していなければならない。ただし交代時や TO また

はアンパイアの指示があった場合は除く。交代プレイヤーは TO が指定した場所でウォームアップをす

るためにベンチを離れることができる。手当てする者はチームベンチの端でプレイヤーを手当てするた

めに席を離れることができる。 

9.3 監督はベンチに座っている全員の行動に対して責任があり、テクニカルテーブルに最も近い席に座って

いなくてはならないが、コーチングのために一時的に立ち上がるか、コーチングエリア（設定されてい

る場合）に入ることができる。ただし、監督がプレイヤーの場合は、プレイヤーとしてフィールドに出

場している間を除く。 

9.4 コーチは、コーチングのために一時的に立ち上がるか、コーチングエリア（設定されている場合）に入

ることができる。ただし、監督と同時にコーチングエリアに入ることはできない。 

9.5 チームベンチにいるチーム役員、プレイヤーの言動は、競技役員、アンパイア、相手チームのプレイヤ

ーに対するものであってはならない。 

9.6 監督が TO から警告を受けてもなお、チームベンチでの行動に違反があった場合、TO は、この行為を

行った人物に対し、一時的または残りの試合時間中ベンチから退場させる権限を持つ。試合後、TO は

TD に経緯を報告し、TD は必要に応じてさらなる制裁措置を行う権限を持つ。 

9.7 フィールド上での負傷者（GK を除く）の治療は許されない。もしプレイヤーがフィールド上でプレイ不

能となった場合、アンパイアは試合を中断し、処置が必要かどうかを判断する。ただし、手当する者は、

医学的見地から必要と認められる場合には、アンパイアの許可無しにフィールドに入場することができ

る。 

a アンパイアにより処置が必要と判断された場合は、手当てする者の中からの 1 名と監督の最大 2 名がフ

ィールドに入場することを認める。フィールドに入場している間、コーチングを行ってはならない。 

c 必要に応じてアンパイアはストレッチャーがフィールドに入場することを許可する。 

d フィールドに入場することを許可された者は、医療上の理由で動かすことが適切でない場合を除き、当

該プレイヤーをフィールドの外に出さなければならない。 

9.8 チームベンチから誰か（ストレッチャーを含む）がプレイヤーの手当のためにフィールド内に入場した

場合には、 

a そのプレイヤーがフィールドプレイヤーである場合は、そのプレイヤーはフィールドを出てチームベン

チに試合時間で 2 分間以上留まらなくてはならない。 

b 2 分間の計測は、TO が行う。 

c そのプレイヤーに対する交代はホッケー競技規則に従い認められる。 

9.9 フィールドが血液で汚れた場合には、抗生物質耐性菌に対して効果的な非酸性表面洗浄剤を使って直ち

に洗浄を行う。これがない場合には、80%アルコール溶液を使用する。この洗浄作業中は試合を中断す

る。 

9.10 フィールド内で給水および摂食してはならない。試合中断中を含め、試合中に摂食するプレイヤーはフ

ィールドを出なくてはならない。ゴールキーパーはゴール直近のフィールドから出入りしてよい。 

9.11 チーム役員とプレイヤーはハーフタイムの間、TO の許可によりフィールド周辺の競技エリアから離れ

ることができる。 

9.12 フィールドが見渡せるビデオタワー（撮影施設）に入る者は声を出してはならない。コーチングは指定
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されたエリアからのみできる。 

 

10. 試合の中断 

10.1 アンパイアまたは TO が天候、フィールドのコンディション等の理由により試合を中断した場合には、

以下の条件に基づきできるだけ速やかに試合を再開するが、同じフィールド、同日とは限らない。 

a 試合は規定の時間を完了させなくてはならない。再開時のスコアは中断した時点のものとする。 

b 再開時には試合の中断はなかったもの見なし、8.に規定されるプレイヤー交代手順が適用される。 

 

11. メディカルデータ 

11.1 JHA は、大会中の怪我に関する情報を収集することができる。これは、選手の安全と健康のために行わ

れる 

11.2 チームは情報収集に協力するものとする。集められた情報は統計的に処理される。 

 

12. 公式試合記録 

12.1 試合が終了した時点で公式試合記録がテクニカルテーブルで作成される。これは試合の要約であり、プ

レイヤー全員とチーム役員、試合に指名された競技役員全員の氏名と試合結果を含む主要な統計値が記

録される。 

12.2 両チームの監督は抗議を行う場合でも試合終了後 5 分以内に公式試合記録に署名しなくてはならない。 

12.3 試合の競技役員は、両チームの監督が署名した公式試合記録に署名しなくてはならない。 

 

13. 棄権 

13.1 リーグ戦の場合 

a公認される事由なく試合開始時に試合に出場する選手が 11 名に満たないチーム、試合を棄権したチーム、

試合拒否ないし試合を終了させることを拒否したチームは、大会を棄権したものと見なす。 

b チームが上記の理由により棄権となった場合、 

i それまでにチームが行ったすべての試合、およびこれから行う予定だった試合について 0－5 の

敗戦と記録される。 

ii そのチームは失格とし、大会での順位は付与されない。 

iii そのチームが所属するリーグ内の全チームの試合結果が修正されて、順位が決定される。 

iv そのチームが行った試合のチーム成績とプレイヤーの得点は削除される。 

13.2 トーナメント戦の場合 

a公認される事由なく試合開始時に試合に出場する選手が 11 名に満たないチーム、試合を棄権したチーム、

試合拒否ないし試合を終了させることを拒否したチームは、大会を棄権したものと見なす。 

b チームが上記の理由により棄権となった場合 

i チームはその試合において 0 対 5 で負けたものとする。 

ii チームは失格とし、大会での順位は付与されない。 

iii チームのその試合のそれまでのプレイヤーの得点は認められない。 

iv チームのそれまでの試合のチーム成績は保持されるが、個々のプレイヤーの得点記録は削除さ
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れる。 

13.3 JHA は棄権したチームに対し更なる処罰を科す権限を有する。 

 

14. サジェスションアンパイア及びビデオアンパイア 

14.1 サジェスションアンパイア及びビデオアンパイア制度の運用方法については付属書 6 に規定する。 

 

15. 行動規定と処罰 

15.1 JHA 行動規範は JHA が主催または共催する大会の競技役員を含めたすべての参加者に適用される。TD

は、大会期間中の競技役員の言動に責任を負う。監督は、大会期間中のチーム役員、プレイヤーの言動

に責任を負う。 

15.2 本規定の付属書 4 で行動規範およびこれに関連するガイドラインを規定する。 

15.3 出場停止期間の決定については、大会終了までの残りの試合に限る必要はなく、大会終了後の試合を含

んだ出場停止処分を科すことができる。 

15.4 出場停止処分を受けた者は、出場停止処分を受けた試合が終了するまで、フィールド、テクニカルエリ

ア（チームベンチ、ビデオタワーを含む）に立ち入ることはできない。 

 

16. 抗議 

16.1 試合終了後またはシュートアウト戦の後に試合に関する抗議を行う場合、監督は、 

a 公式試合記録に署名する際に、署名のすぐ下に抗議の意向を直ちに記入しなくてはならない。 

b 抗議理由を文書にして試合終了またはシュートアウト戦の後 15 分以内に TO に提出しなくてはならな

い。 

c 同時に 5 万円を TO に供託しなければならない。 

16.2 抗議が行われた場合、TO は直ちに TD に報告しなくてはならない。 

16.3 本規定の内容にかかわらず、試合中のアンパイアまたはサジェスションアンパイアの判定に関する抗議

は行うべきではない。 

16.4 チームは大会期間中の TD の決定（16.1 に基づく抗議に対する裁定を除く）ないし本規定の適用につい

て TD に抗議を行うことができる。その場合、監督は、 

a 抗議理由を文書にしたものを抗議の対象となる通知や公表が行われてから 30 分以内に TD に提出しなく

てはならない。 

b 抗議文書と同時に 5 万円を TD に供託しなければならない。 

16.5 TD は抗議の提出から 2 時間以内に決定を下し、公表しなくてはならない。参加資格に関する疑義で調

査が必要な場合は、決定を保留できる。可能であれば、TD は決定直後に、抗議を行った監督に直接決

定内容を伝えることが望ましい。 

16.6 監督は、TD が抗議に対する決定内容を伝える機会を作らなくてはならない。 

16.7 本規定の抗議手順が完全に遵守されなかった場合、抗議は却下される。 

16.8 抗議が認められない限り、供託金は返還されない。 

 

17. アピールジュリー 
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17.1 アピールジュリーは日本国内では設置しない。 

 

18. アピールジュリー制度の運用 

18.1 アピールジュリー制度は日本国内では採用しない。 

 

19. アンチ・ドーピング 

19.1 ドーピング検査は、大会開始時点で施行されている日本アンチ・ドーピング規程に基づいて行われる。 

19.2 すべての試合がドーピング検査の対象となる。 

19.3 すべてのプレイヤーは試合後、ドーピング検査の対象となりえる。これには試合時間を通じてチームベ

ンチにいたプレイヤーも含まれる。大会で 1 名のプレイヤーが 2 回以上のドーピング検査の対象となる

ことがある。 

19.4 検査対象に選ばれたプレイヤーは、基準に合致する尿または血液検体を提出する前にシャワー、バス、

アイスバス等に入ってはならない。 

 

20. 想定外の事態 

20.1 本規程に記されていない事態が生じた場合、TD は必要な処置を決定する権限を有する。 

20.2 TD の決定（16.1 に基づく抗議に対する決定を除く）により影響を受けたチームが抗議をする場合には、

規定 16.4 に決められた手順で行わなくてはならない。 

 

21. その他 

21.1 大会会場には自動体外式除細動器（AED）を設置しなければならない。 

21.2 TD の許可により、サイドラインから 2m 以上離れたチームベンチ前にコーチングエリアを設置するこ

とができる。 

21.3 6 人制の試合による大会の競技運営規定については、11 人制に準じる。 

21.4 1.2 で定める大会運営規程は本規定からの変更および追加事項のみを記載したものを大会運営規程とし

て定めることを推奨する。 

21.5 本規定は、国際ホッケー連盟の競技運営規程に沿って作成されたものである。国際ホッケー連盟が行う

規程の変更や国内の状況を踏まえて JHA は本規程を適宜変更する。その際は、1.5 に基づき公表される。 

21.6 本規程は、2019 年 4 月 1 日に改訂され効力を有する。 
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付属書 1 ホッケー競技規則に優先する項目 

 

 付属書 1に規定する以下の項目は、ホッケー競技規則に優先する。 

 

1. ボールの色 

1.1 ボールは JHA と合意された白色または黄色とする。（競技規則 4.8 に優先） 

 

1. グリーンカード（2 分間の退場） 

1.1 反則を犯したプレイヤーは警告され、さらに競技時間中に 2 分間の退場処分が科せられ

る（グリーンカードで指示される） 

a 退場の間、チームは 1 名少ないプレイヤー数で試合を行う。 

b フィールドプレイヤーにグリーンカードを提示する場合、アンパイアは試合を止め（時間

を止めなくてもよい）、カードを提示する。時間を止めた場合は、カード提示後直ちに再

開する。 

c ゴールキーパーにグリーンカードを提示する場合、アンパイアは時計を止め、そのプレイ

ヤーがフィールドから出た直後に再開する。 

d カードを提示されたプレイヤーは直ちにフィールドから退場しなければならない。指定さ

れた場所に移動する途中でプレイを妨害した場合には、アンパイアは競技規定に沿って罰

則を追加する。 

e 退場時間は、プレイヤーが指定された場所に着席した時点から計時する。 

f 退場時間の管理は TO が行う。 

g プレイヤーは、TO が退場時間の完了を告げた時にプレイを再開することが許される。 

h 退場者がゴールキーパーであった場合は、TO が一時出場停止時間の終了をアンパイアに

伝達する。アンパイアはその直後のプレイが止まった時に時計を止め、当該プレイヤーが

フィールドに戻る時間を与える。 

 

2. イエローカード （一時退場）  

2.1 反則を犯したプレイヤーは、競技時間中に最低 5 分間の退場処分が科せられる（イエロ

ーカードで指示される）。 

a 退場時間の長さはカードを提示したアンパイアから TO に伝えられる。 

b 退場の間、チームは 1 名少ないプレイヤー数で試合を行う。 

c フィールドプレイヤーにイエローカード提示する場合、アンパイアは試合を止め（時間を

止めなくてもよい）、カードを提示する。時間を止めた場合は、カード提示後直ちに再開

する。 

d ゴールキーパーにイエローカードを提示する場合、アンパイアは時計を止め、そのプレイ

ヤーがフィールドから出た直後に再開する。 
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e カードを提示されたプレイヤーは直ちにフィールドから退場しなければならない。指定さ

れた場所に移動する途中でプレイを妨害した場合には、アンパイアは競技規則に沿って罰

則を追加する。 

f 退場時間は、プレイヤーが指定された場所に着席した時点から計時する。 

g 退場時間の管理は TO が行う。 

h プレイヤーは、TO が退場時間の完了を告げた時にプレイを再開することが許される。 

i 退場者がゴールキーパーであった場合は、TO が一時出場停止時間の終了をアンパイアに

伝達する。アンパイアはその直後のプレイが止まった時に時計を止め、当該プレイヤーが

フィールドに戻る時間を与える。 

 

3. 試合時間 

4.1 試合は、15 分間の 4 クォーターと 10 分間のハーフタイムからなる（クォーター制）。

ただし、ハーフタイムの時間は、大会運営規程で変更して良い。クォーター制の実施方

法は下記のとおりとする。 

a 試合は、15 分間の 4 クォーターからなる。 

b 第 1 クォーターと第 3 クォーターの終了後に 2 分間のインターバルを設ける。その間は、

チームはフィールドから離れてはならない。チームの準備ができていなくても、2 分経過

と同時に試合を再開する。プレイヤーから見える位置に時間の経過が明示される設備（デ

ジタルタイマー等）が設置されなければならない。タイマーがない場合は、審判員または TO

から試合再開時間が近づいていることを適切なタイミングでチームに伝える。 

c 第 2 クォーター終了後に 10 分間のハーフタイムを設ける。その間、チームは TO の許可に

よりフィールドおよびテクニカルエリアを離れても良い。チームの準備ができていなくて

も、10 分経過と同時に試合を再開する。プレイヤーから見える位置に時間の経過が明示さ

れる設備（デジタルタイマー等）が設置されなければならない。タイマーがない場合は、審

判員または TO から試合再開時間が近づいていることを適切なタイミングでチームに伝え

る。 

d 第 1 クォーターでセンターパスを行ったチームが第 2 クォーターのセンターパスを行う。

第 1 クォーターでセンターパスを行わなかったチームが第 3 クォーターと第 4 クォーター

のセンターパスを行う。 

e 各クォーター終了時間は、ペナルティコーナー、引き続いてのペナルティコーナーおよびペ

ナルティストロークを完遂するために引き延ばされる。 

f ペナルティコーナーが与えられたとき、試合時間は停止され、ペナルティコーナーの準備の

ために 40 秒間が与えられる。ペナルティコーナーの開始の際はアンパイアが笛を吹き、こ

の合図をもって試合時間の計時を再開する。両チームの準備ができていれば 40 秒経過を待

たずにアンパイアは笛を吹いてペナルティコーナーの開始の合図を行う。 

g 連続して与えられたペナルティコーナーとチャレンジ権を行使した後のペナルティコーナ
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ー時には試合時間は停止されるが、チームに 40秒間が与えられたものではなく、アンパイ

アはできるだけ速やかにペナルティコーナーを開始しなければならない。 

h 得点が認められた時には、試合時間は 40 秒間停止されるが、両チームのプレイヤーの準備

ができ次第試合は再開される。ただし、チャレンジ権の行使後およびペナルティストロー

ク後の場合は速やかに試合を再開する。 

h 上記 f、g、h における時間停止は、大会の規模や試合の種類に応じて採用しなくても良い（ノ

ンストップ方式）。また、TD は試合ごとに採否を変更する権限を有する。ただし、採否に

ついてはチーム代表者会議までに決定され、参加チームに通知されなければならない。（原

則として、大会実施要項に「ストップ方式」か「ノンストップ方式」かを記載することを推

奨する。予選リーグはノンストップ方式、決勝トーナメントはストップ方式といった大会内

での使い分けも可能とする。） 

 

 

4. ペナルティコーナークロック 

4.1 ペナルティコーナーの判定が下された時点から 40 秒以内にペナルティコーナーを再開

しなければならない。 

4.2 PC が与えられたとき上記 4.に基づき試合時間は 40 秒間停止される（ペナルティコーナ

ーへの準備時間として）。アンパイアは両チームに 40 秒の経過が近づいていることを必

要に応じて伝える。40秒経過時にアンパイアは笛を吹いてペナルティコーナーの開始を

合図する。両チームの準備ができていれば、40秒経過前であっても笛を吹いてペナルテ

ィコーナーの開始を合図する。笛の合図により試合時間の計測が再開される。 

4.3 これはボールがサークルから 5m 以上離れる前に連続して与えられたペナルティコーナ

ーには適用しない。 

4.4 遅延行為があった場合は、当該プレイヤーに個人的罰則を科す（グリーンカード）。た

び重なる遅延行為には更に重い個人的罰則を科す（イエローカード）。その場合は、そ

のペナルティコーナーおよびその後の連続して実施されるペナルティコーナーは、1 人

少ない人数で守ることになる。もし当該プレイヤーが守備側のゴールキーパーの場合は、

そのペナルティコーナーは 1 人少ない人数で守ることになるが、個人的罰則は、他の守

備側プレイヤーに科す（守備側チームが罰則を受けるプレイヤーを守備についているフ

ィールドプレイヤーの中から選択できる）。 

  

- 24 -



12 

 

付属書 2 リーグ戦での順位決定方法 

 

1. リーグ戦での順位決定方法 

1.1 各試合について次のポイントが付与される。 

－ 勝者に 3 ポイント 

－ 引き分けた場合には両チームに 1 ポイント 

－ 敗者に 0 ポイント 

1.2 リーグ戦終了時に、獲得したポイント数が最も多いチームから順に上位とする。 

1.3 2 チーム以上のチームのポイント数が同じ場合には、勝ち試合数が多い順に上位とする。 

1.4 1.3 でも 2 チーム以上のチームが同位の場合には、得失点差の多い順に上位とする。 

1.5 1.4 でも 2 チーム以上のチームが同位の場合には、得点数の多い順に上位とする。 

1.6 1.5 でも 2 チームが同位の場合には、この同位チーム同士の試合の勝ちチームを上位と

する。 

1.7 1.5 でも 3 チーム以上が同位の場合には、同位チームだけの試合結果に基づき、1.1 から

1.6 までを適用して順位を決定する。 

1.8 1.7 でも 2 チームが同位である場合には、これらチームによるシュートアウト戦により

順位を決定する。 

1.9 1.7 でも 3 チーム以上が同位の場合には、それらのチームによりリーグ戦の試合順序と

同じ順序でシュートアウト戦を行う。ただし各チームのシュートアウト数は 5 回のみと

する。 

1.10 1.9により、シュートアウト戦の結果だけに基づいてランキングが決定される。1回の対

戦において勝者に 3 ポイント、引き分けには両チームに 1 ポイント、敗者には 0 ポイン

トを付与する。 

1.11 1.10 でも同位である場合には、シュートアウト戦で記録されたゴール数に 1.3 から 1.7

を適用して順位を決定する。 

1.12 1.11 でもなお 3 チーム以上が同位である場合には、各チームの順位が決定するまで同じ

過程をくりかえす。再度のシュートアウト戦が必要な場合には、TD が対戦順序を決め

るくじ引きを行う。 
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付属書 3 シュートアウト戦 

 

 シュートアウト戦では、本規定に従い両チームから 5 名ずつのプレイヤーが交代で相手

チームの守備者と 1 対 1 のシュートアウトを行う。 

 以下の競技規則と実施手順に基づき実施される。 

1 試合終了後にシュートアウト戦を行う場合は、試合終了後 4 分間以内に開始しなくて

はならない。 

2 両チームの監督は公式試合記録用紙に記載されているプレイヤーの中から、攻撃を行う

5 名のプレイヤーと守備を行う 1 名のプレイヤーを指名する。守備を行うプレイヤーが

攻撃を行うプレイヤーを兼ねても良い。下記に規定する場合を除き、シュートアウト戦

での選手交代は認められない。（攻撃の順番を予め申告する必要はない） 

3 シュートアウト戦実施時に TD より出場停止処分を受けているプレイヤーや試合終了後

に続けて行われるシュートアウト戦の当該試合でレッドカード処分を受けているプレ

イヤーは参加できない。試合終了時にグリーンカードやイエローカードで退場処分中の

プレイヤーは参加することができる。 

4 TD は施設等の状況を考慮して時間計測方法を決定する。 

5 TD は使用するゴールを決定する。 

6 コイントスによって、先攻か後攻を決定する。 

7 試合終了後に続けて行われるシュートアウト戦の当該試合でレッドカード処分を受け

ているプレイヤーを除き、スターティングリストに記載されている者は使用する 23mエ

リア外でシュートアウト開始地点から 10m以上離れたフィールドに入ることができる。 

8 GK または守備者はサークル外のバックラインの外で待機しても良い。 

9 シュートアウトを行うプレイヤーと守備者のみが 23m エリア内に入ることができる。 

10 攻撃を行うプレイヤーで守備も行う場合は、そのプレイヤーの防具の取り外しや装着の

ための適切な時間が与えられる 

11 両チーム 5 名のシューターが交互にシュートアウトを行い合計 10 回のシュートアウト

が行われる。 

12 シュートアウトの実施方法は下記のとおりとする。 

(ア) GK または守備を行うプレイヤーはゴールポスト間のゴールライン上またはゴール

ラインの後ろに位置する。   

(イ) ボールをゴールの中心から最も近い 23m ライン上に置く。  

(ウ) 攻撃を行うプレイヤーは 23m エリア外のボールの近くに位置する。  

(エ) メインアンパイア（UMP1）が笛を吹く。  

(オ) テクニカルテーブルにいる競技役員が計時を開始する。（または TD によって決め

られた方法で計時を開始する） 

(カ) 両プレイヤーはどの方向に動いてもよい。  
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(キ) シュートアウト戦は次の該当する場合に終了する。  

i. 開始の合図から 8 秒が経過したとき  

ii. ゴールとなったとき  

iii. 攻撃するプレイヤーが反則したとき  

iv. GK または守備するプレイヤーがサークル内外で故意でない反則をしたとき。こ

の場合は同じプレイヤーにより再びシュートアウトが行われる。  

v. GK または守備するプレイヤーがサークル内外で故意の反則をしたとき。この場

合は PS があたえられる。  

vi. ボールがバックラインかサイドラインを越えたとき。GK または守備するプレイ

ヤーが故意にバックラインを越えるようにボールをプレイすることは許される。  

 

13 PS が与えられた時は、17、18、19 項に基づき公式試合記録に記載されているプレイヤ

ーが PS の攻撃または守備を行うことができる。 

14 得点の多いチームが勝者となる。たとえ 10 名のプレイヤー全員がシュートアウトを終

了していなくても、勝敗が決まった時点でシュートアウト戦は打ち切られる。  

15 シュートアウト戦実施中にイエローカード、レッドカードを提示されたプレイヤーは退

場となるが、グリーンカードでは退場とならない。  

16 シュートアウト戦実施中にイエローカードまたはレッドカードが提示された場合  

(ア) 当該プレイヤーはその後のシュートアウト戦に参加することができず GKまたは守

備を行うプレイヤー以外は交代できない。  

(イ) GK または守備を行うプレイヤーに対する交代はそのシュートアウト戦に参加して

いる 5 名の攻撃するプレイヤーの中からのみ許される。交代プレイヤーは交代しよう

とする GK または守備を行っていたプレイヤーと同様の防具の装着のための適切な時

間が与えられる。そのプレイヤーが自分の攻撃を行うときは防具の取り外しに適切な

時間が与えられる。その後に守備を行うために防具を装着する時にも適切な時間が与

えられる。  

(ウ) 退場となったプレイヤーが行うことになっていたシュートアウトは実施されずに

無得点とされるが、退場時に既に得点となっているものについては、有効とする。 

17 シュートアウト戦実施中に GK または守備するプレイヤーがプレイ不能となった場合

は、退場処分となっているプレイヤー以外の公式試合記録に記載されているプレイヤー

の中から交代させることができる。交代プレイヤーは交代しようとする GK または守備

を行っていたプレイヤーと同様の防具の装着のための適切な時間が与えられる。交代プ

レイヤーを 5 名のシューターから選ぶこともでき、その際は自分の攻撃を行うときは防

具の取り外しに適切な時間が与えられる。その後に守備を行うために防具を装着する時

にも適切な時間が与えられる。 

18 シュートアウト戦実施中にシューターがプレイ不能となった場合は、退場処分となって
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いるプレイヤー以外の公式試合記録に記載されているプレイヤーの中から交代させる

ことができる。 

19 両チーム 5 名によるシュートアウトが終了した時点でゴール数が同じだった場合は  

(ア) 同じプレイヤーにより両チーム 5回のシュートアウトを行う第 2シリーズを実施す

る。  

(イ) 攻撃を行う順番は第 1 シリーズと同じでなくてよく、シュートアウトごとに監督が

指名する。 

(ウ)先攻と後攻を入れ替える。  

(エ) 同数のシュートアウトを行った時、どちらかのチームがゴール数を上回っていた場

合はそのチームを勝者としシュートアウト戦は終了する。  

20 第 2 シリーズ終了時点でもゴール数が同じであった場合、同じプレイヤーによる両チー

ム 5 回の新たなシリーズを行う。 

(ア) 攻撃を行う順番は前のシリーズと同じでなくてよく、シュートアウトごとに監督が

指名する。 

(イ) 先攻と後攻を入れ替える。  

21 20 に定める新たなシリーズ終了時点でもゴール数が同じであった場合は、更に新たな

シリーズを繰り返す。その際シリーズ毎に先攻と後攻を入れ替える。  

22 本規程の規定事項を除き、ホッケー競技規則が適用される 

23 シュートアウト戦の 5 回（6 人制の場合は 3 回）の攻撃を行う各シリーズにおいて、同

一人物が 2回以上のシュートアウトの攻撃を同一シリーズ内で行った場合（PSは除く）

は、2 回目以降の攻撃結果は無効とし、失敗と記録される。 

24 TO は、同一シリーズで同一人物が 2 回目のシュートアウトの攻撃を行おうとしている

と気が付いた場合には、注意を与えることができる。ただし、適正な攻撃順序の遵守は

TO でなくチームの監督に責任がある。 

25 同一シリーズ内に同一人物が 2回以上の攻撃を行っていたことを攻撃実施後に相手チー

ムまたは当該競技役員による明確な指摘があった場合には、TO は攻撃結果を失敗に修

正する（当該 SO が失敗の場合は失敗のまま）。この修正は次の SO が開始されるまで可

能とし、次の SO の開始の笛が吹かれた時点で修正することはできなくなる。2 回以上

の攻撃を行った SO が成功し、それが勝敗を決定した最後の SO であった場合は、両チ

ームの監督が公式記録用紙にサインを完了する時点まで修正が可能とし、修正する場合

は、結果を修正した時点の状態からシュートアウト戦を再開することになる。期限を過

ぎてからの上記に関する抗議は受け付けない。 
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付属書 4 行動規範 

 

1 JHA は、日本国内におけるホッケーの試合が公正かつ安全に行われるための大会運営

およびホッケーをプレイすることに関するすべての権限を有する。したがってホッケー

競技に関わる者は、JHA の定める規程と指示を遵守することに合意するものとする。 

2 行動規範は JHA が主催または共催する大会および JHA が認定した全試合の参加者に

適用される。 

3 以下が参加者と見なされる。 

a 参加チームのチームメンバーと役員。これにはプレイヤー、監督、コーチ、テクニカ

ルスタッフを含むコーチングスタッフ、医療担当者が含まれる。 

b 全ての競技役員。これには JHA 代表、TD、TO、ジャッジ、アンパイアマネジャー、

アンパイア、メディア担当者、医療担当者、JHA または実行委員会が指名する役員

が含まれる。 

c 実行委員会委員。 

4 行動規範は大会に参加する者が、ホッケー競技の安全性の向上と振興のための責任と自

覚を持つために制定される。 

5 すべての参加者は自らの行動と態度に責任を持ち、自らの言動の正当性が説明できなけ

ればならない。 

6 大会に参加するチームのプレイヤーと役員に必要な指示を行うのは監督の責務である。

JHA が定める規程に違反した場合は、プレイヤー、役員とともに監督も責任を負う。 

7 大会中の違反行為および JHA が定める規程等に関わる疑義は、大会開催中は TD が対

応する。大会の終了後は原則として JHA 技術委員会が対応し、必要に応じて JHA 倫理

委員会で審議される。 

8 JHA は、大会参加者が最高水準の行動と規律を保つよう努めなければならない。 

9 大会参加者は、競技フィールド上、会場、宿舎で適切に行動しなければならない。ホッ

ケー競技の利益を損なう行為、ホッケー競技への不信を招く行為および不正行為を行っ

てはならない。 

10 以下は不適切あるいは許容されない行為と見なされる。 

a  他の参加者、一般観衆に対する暴言、暴行、敵意 

b  アンパイアの判定や役員の決定に対して挑発的または批判的に、不適切なやり方で論

争、抗議、反発すること 

c  アンパイアまたは競技役員に攻撃的な態度で向かって行くこと 

d  罵りや無礼な発言や身振り 

e  装備、衣服、会場の施設、備品を乱暴に扱うこと 

f  ドーピング検査官に対する暴言、暴行、敵意 

11 監督、キャプテン、TD が指名するプレイヤーは、要請に応じてメディアとの会見に出
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席しなければならない。 

12 公式発言は適正、建設的で分別があるものでなくてはならない。他のプレイヤー、アン

パイア、競技役員や大会実行組織の個人を攻撃する内容であってはならない。 

13 JHA は公式発言を以下のように定める。 

発言の全部、一部または要旨が一般に公表された発言。公表された媒体（新聞、雑誌、

定期刊行物、電子刊行物（インターネット、e メール等）、テレビ、ラジオ等）は問わな

い。 

14 プレイヤー、チームスタッフはドーピング検査官に対し暴言、暴行、敵意ある行為を行

ってはならない。日本アンチ・ドーピング機構（JADA）が禁止する薬物または薬物関

連物質を所持したり、薬物に関する規定を犯したりしてはならない。 

15 薬物に関する規則により処罰中のプレイヤー、チームスタッフはホッケー競技に関与す

ることはできない。 

16 大会参加者はいかなる場合においても賭博行為を行ったり、賭博行為を誘導する行為を

したりしてはならない。これにはインターネットを通じた賭博行為、他の大会参加者と

の賭博行為が含まれる。 

17 大会参加者は賭博、汚職に関わるいかなる行為も行ってはならない。（試合結果の操作、

賄賂の受け取や誘導、賭博のために内部情報を利用または提供すること等。） 
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付属書 5 行動規範における違反と処罰レベルのガイドライン 

 

レベル 1 

レベル 1 の違反に対する処分は、その個人に対する訓戒または（および）最低 1 試合の出

場停止とする。 

レベル 1 の処分対象となる行為の例 

－ 他の参加者、一般観衆に対する暴言、敵意  

－ アンパイアの判定または競技役員の決定に対する挑発的ないし批判的な論争、抗

議、反発 

－ 攻撃的な態度でアンパイアまたは競技役員に向かうこと 

－ アンパイアの判定に対し過剰なアピールをすること 

－ スティックやボールをプレイヤー、アンパイアまたは競技役員の付近へ不適切ま

たは危険な方法で投げること 

－ プレイ中に他のプレイヤーに対し不適切または意図的な身体的接触をすること 

－ 卑猥、攻撃的、侮辱的とされる無礼な発言、罵詈雑言、身ぶり、手振り 

－ ホッケー装具、服装、会場の施設や設備の損壊 

－ 公的な発言の場で、プレイヤー、アンパイア、役員に関する不公正、非建設的、

不適または分別のない発言をすること 

－ 要請されたメディアとの会見を欠席すること 

 

レベル 2 

レベル 2 の違反に対する処分は、その個人に対する最低 2 試合の出場停止とする。 

レベル 2 の処分対象となる行為の例 

   － アンパイアに対する威嚇ないし攻撃行為 

   － 他のプレイヤー、アンパイア、競技役員、観客に対する負傷に至らない暴行 

   － フィールド上での暴力行為 

   － 人種、宗教、性別、肌色、祖先、国籍、出身民族に関する侮辱、恫喝、侮蔑、中

傷の発言または身振り 

   － レベル 1 の処分対象行為のくり返し   

    

レベル 3 

レベル 3 の違反に対する処分は、その個人に対する最低 5 試合の出場停止とする。 

レベル 3 の処罰対象となる行為の例 

   － 他のプレイヤー、アンパイア、競技役員、観客に対する負傷を伴う暴行 

   － レベル 2 の処分対象行為のくり返し 

  

- 31 -



19 

 

付属書 6 サジェスションアンパイア及びビデオアンパイア 

 

1. サジェスションアンパイア及びビデオアンパイアの概要 

1.1 サジェスションアンパイア制度とは、両方のゴール付近のフィールド外にサジェスショ

ンアンパイアを配置し、アンパイアが下した、又は、下さなかった判定に対しサジェス

ションアンパイアに助言を求め、参考にすることができる制度である。 

1.2 ビデオアンパイア制度とは、試合中にリアルタイムでビデオリプレイを確認出来る装置

およびビデオアンパイアを配置し、アンパイアが下した、又は、下さなかった判定に対

しビデオアンパイアに助言を求め、参考にすることができる制度である。 

1.3 チャレンジ権とは、試合中のアンパイアに対して、サジェスションアンパイアやビデオ

アンパイアの助言を参照しアンパイアに判定の再考を要求できる権利をチームに認める

ことである。 

1.4 審判員のみがサジェスションアンパイアやビデオアンパイアに助言を求めることができ

る。このことをリファーラルという。 

1.5 リファーラルはプレイヤー、チーム役員の抗議、アピール、圧力によって行われてはな

らない。規定された手順に基づく要求がなされなければならない。 

1.6 審判員のみがリファーラルを行うために試合時間を止めることができる。サジェスショ

ンアンパイア、ビデオアンパイア、その他の競技役員は時間を止めることはできない。 

1.7 サジェスションアンパイア制度は、大会規模、会場施設等を考慮した上で採用される日

本独自の制度である。 

 

2. 制度を適用する試合 

2.1 サジェスションアンパイア制度とビデオアンパイア制度を同時に採用することができる。

その場合でもチームに与えられるチャレンジ権は 1 試合に 1 回であり、チームチャレン

ジの場合は、サジェスションアンパイアとビデオアンパイアの両方からのアドバイスを

同時に参考にしてアンパイアは判定を行う。 

2.2 サジェスションアンパイア、ビデオアンパイア制度およびチャレンジ権の採用は大会運

営規程またはチーム代表者会議にて事前に通知される。ただし、TD は、天候、施設、

要員等の要因により、試合毎に採否を変更する権限を有する。変更する場合は、チーム

がスターティングリストを提出するまでにチームに通知されるものとする。 

 

3. チームリファーラル（チームのチャレンジコールに基づき行うリファーラ

ル） 

3.1 チャレンジ権を採用する試合においては、両チームに試合中 1 回のチャレンジ権を与え

る。シュートアウト戦においては、シュートアウト戦の前に行われていた試合終了時に

おける両チームのチャレンジ権の保有回数に関係なく、両チームがそれぞれ 1 回のチャ
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レンジ権を保有した状態で開始する。 

3.2 得点、ペナルティストローク、ペナルティコーナーに関わる判定（または判定しなかっ

たこと）に対してのみチームはチャレンジを行うことができる。シュートアウト戦にお

いては、すべての判定（または判定しなかったこと）を対象にできる。。 

3.3 フィールド上にいる全てのプレイヤーがチャレンジを行うことができる。ただし、シュ

ートアウト戦の場合は、攻撃または守備を行っているプレイヤーのみとする。（ベンチ

からのチャレンジは受け付けない。） 

3.4 チャレンジ権を行使したいプレイヤーは、判定がなされた（または判定されなかった）

直後に両手を使って片方の手のひらにもう一方の手の指先をまっすぐのばし「Ｔ」の字

を作るゼスチャーをアンパイアに示すとともに、「チャレンジ」と発声しなければなら

ない。 

3.5 「チャレンジ」以外の発声や発声とゼスチャーの両方が伴っていない場合のチャレンジ

は受け付けない。 

3.6 「チャレンジ」の発声がアンパイアによって聞き取れなかった場合は、チャレンジは受

け付けられない。 

3.7 チャレンジの対象となる判定（または判定しなかったこと）から時間が経過した後にな

されたチャレンジは受け付けない。 

3.8 試合時間外（シュートアウト戦を除く）に行われたチャレンジは受け付けない。ただし、

試合時間内にアンパイアがチャレンジを確認した直後にクォーターの規定時間終了のホ

ーンが鳴ったとしても、チャレンジは受け付ける。 

3.9 アンパイアがチャレンジを受け付ける場合は、試合時間を停止し、「テレビスクリーン」

のシグナルの後、T 字のシグナルを示すことによりチーム（Team）がチャレンジ権を行

使して行うチームリファーラルであることを明確にする。 

3.10 チャレンジを行うチームの指名する１名のプレイヤーは 20 秒以内にアンパイアに対し

てどの判定（または判定しなかったこと）に対し、どのように判定を変更する要求かを

明確に伝えなければならない。 

3.11 20 秒以内に明確な内容がアンパイアに伝えられない場合は、当初の判定（または判定さ

れなかったこと）は変更されず、チームのチャレンジ権は喪失する。 

3.12 アンパイアは、チャレンジの内容を確認した後、当該サイドのサジェスションアンパイ

アやビデオアンパイアと相手アンパイアにより協議を行う。 

3.13 サジェスチョンアンパイアやビデオアンパイアは可能な限り短い時間で以下の助言を行

う。 

- ゴールかどうか 

- ペナルティストロークかどうか 

- ペナルティコーナーかどうか 

- シュートアウトリテイク（やり直し）かどうか 

- 33 -



21 

 

- ノーアドバイス 

- 対象プレイの前後に起こった反則や状況 

3.14 対象プレイの前後に起こった反則や状況についての助言が行われた場合には、アンパイ

アは最終的な判定を行う際にそれを考慮する。 

3.15 ノーアドバイスとは、サジェスションアンパイアの位置から明確に確認できなかったり、

ビデオ映像に判断の根拠となる状況が映っていなかったり、十分な解像度でなかったり、

機器の問題があり、アンパイアに有効な助言ができない場合を意味し、その場合、アン

パイアによって下された当初の判定（または判定をしなかったこと）がそのまま維持さ

れ、チームのチャレンジ権は喪失しない。 

3.16 チームリファーラル後に下された判定に対して、相手チームはチャレンジ権を行使する

ことはできない。 

3.17 協議中にプレイヤーは、アンパイアの付近に近づいてはならない。この違反に対しては

カードの提示による個人的罰則が適用される。 

3.18 チャレンジの対象となった判定（または判定しなかったこと）の変更の有無に関わらず、

アンパイアは最終判定を明確に示さなければならない。また、ノーアドバイスの場合は、

両チームにその旨を伝えなければならない。 

 

4. アンパイアリファーラル（アンパイアが自分で行うリファーラル） 

4.1 得点、ペナルティストロークに関わる判定（または判定しなかったこと）に対して疑義

が有る場合のみアンパイアは、自分でリファーラルできる。シュートアウト中において

はすべての事象を対象とできる。 

4.2 リファーラルはルールに基づきゴールとなったかどうか、ペナルティストロークがルー

ルに基づき与えらえたかどうかについてのみ行われる。 

4.3 すなわち、アンパイアは以下の場合に、リファーラルできる。 

4.4 ボールが完全にゴールラインを超えたか。 

4.5 ボールがサークルの中で攻撃側のプレイヤーによって正しくプレイされたか、又は、攻

撃側のプレイヤーのスティックに触れた後にゴールラインを超えたか。 

4.6 ペナルティコーナー時に、攻撃側のプレイヤーによるシュートの前に、ボールが完全に

サークルの外に出たか。 

4.7 得点を決めたプレイヤー又はゴールを防いだプレイヤーにより、23m エリア内で判定に

関わる反則が行われたか。 

4.8 守備側のプレイヤーによるサークル内の反則で、そのことによりおそらく入っていたと

思われる得点が妨げた又は故意の反則で、攻撃側のプレイヤーが実際にボールを保持し

たり、保持しようとしたりしているのを妨げられたか。 

4.9 アンパイアリファーラルを行うときは、テレビスクリーンのシグナルを示したのちにア
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ンパイア自身の胸に手を当てるシグナルをする。 

4.10 サジェスションアンパイアやビデオアンパイアは可能な限り短い時間で以下の助言を行

う 

- ゴールかどうか 

- ペナルティストロークかどうか 

- ノーアドバイス 

- 対象プレイの前後に起こった反則や状況 

4.11 対象プレイの前後に起こった反則や状況についての助言が行われた場合には、アンパイ

アは最終的な判定を行う際にそれを考慮する。 

4.12 ノーアドバイスとは、サジェスションアンパイアの位置から明確に確認できなかったり、

ビデオ映像に判断の根拠となる状況が映っていなかったり、十分な解像度でなかったり、

機器の問題があったりして、アンパイアに有効な助言ができない場合を意味し、その場

合、アンパイアによって下された当初の判定（または判定をしなかったこと）がそのま

ま維持される。 

4.13 アンパイアリファーラル後に判定に対して、チームはチャレンジ権を行使することはで

きない。 

4.14 協議中にプレイヤーは、アンパイアの付近に近づいてはならない。この違反に対しては

カードの提示による個人的罰則が適用される。 

4.15 チャレンジの対象となった判定（または判定しなかったこと）の変更の有無に関わらず、

アンパイアは最終判定を明確に示さなければならない。また、ノーアドバイスの場合は、

両チームにその旨を伝えなければならない。 

 

5. チャレンジ権の回数 

5.1 チャレンジ権を採用する試合においては、両チームにそれぞれ 1 回のチャレンジ権を与

える。 

5.2 チームがチャレンジ権を行使した結果、チームの主張が認められなかった場合は、その

チームはチャレンジ権を喪失する。チームの主張が認められた場合やノーアドバイスの

場合は、チャレンジ権は喪失しない。 

5.3 シュートアウト戦においては、シュートアウト戦の前に行われていた試合終了時におけ

る両チームのチャレンジ権の保有回数に関係なく、両チームがそれぞれ 1 回のチャレン

ジ権を保有した状態で開始する。 

5.4 アンパイアは、何回でもアンパイアリファーラルができる。 

 

6. その他 

6.1 状況の解釈を含める最終的な判断はアンパイアが行い、サジェスションアンパイア又は
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ビデオアンパイアは判定を下す権限を持たない。 

6.2 その他の全ての判断はアンパイアが行う。 

6.3 リファーラルのために時間が停止されている間は、選手交代できない。 

  

- 36 -



24 

 

（参加チーム用） 

 

行動規範 確認書 

 

 

1. 私は、大会に参加するにあたり、大会に参加するチームの監督として、公

益社団法人日本ホッケー協会が定める競技運営規程、倫理規程等の規程お

よび日本アンチ・ドーピング機構が定める日本アンチ・ドーピング規程を

確認しました。 

2. 私は、私が監督をするチームが大会に参加するにあたり、プレイヤーおよ

びチーム役員の全員が公益社団法人日本ホッケー協会が定める競技運営規

程、倫理規程等の規程および日本アンチ・ドーピング機構が定める日本ア

ンチ・ドーピング規程を確認したことに責任を負います。 

 

 

 

大会名 ：                     

 

チーム名：                     

 

監督署名：                     

 

署名日 ：西暦    年   月   日  

  

- 37 -



25 

 

（競技役員用） 

 

行動規範 確認書 

 

 

1. 私は、大会に参加するにあたり、大会のテクニカルデリゲートとして、公

益社団法人日本ホッケー協会が定める競技運営規程、倫理規程等の規程お

よび日本アンチ・ドーピング機構が定める日本アンチ・ドーピング規程を

確認しました。 

2. 私は、大会競技役員の全員が公益社団法人日本ホッケー協会が定める競技

運営規程、倫理規程等の規程および日本アンチ・ドーピング機構が定める

日本アンチ・ドーピング規程を確認したことに責任を負います。 

 

 

大会名 ：                     

 

TD名：                     

 

TD署名：                     

 

署名日 ：西暦    年   月   日  
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2019年3月1日  

都道府県ホッケー協会 御中 

日本社会人ホッケー連盟 御中 

日本学生ホッケー連盟 御中 

全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 御中 

中学校部会 御中 

スポーツ少年団部会 御中 

マスターズ部会 御中 

ホッケージャパンリーグ 御中 

各ブロック競技長・審判長 各位                     

公益社団法人 日本ホッケー協会 

                技術委員会 委員長 真 喜代司 

 

サジェスションアンパイアおよびビデオアンパイア 

制度についての補足（2019年度） 

 

平素より多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。 

さて、競技運営規程に記載されているサジェスションアンパイアおよびビデオアンパイア制度についての

補足（2018年3月27日付）を下記の通りご連絡いたします。 

 関係各位におかれましては、ご理解をいただき、周知及び対応いただきますようよろしくお願い申し上

げます。 

 

記 

 

1. 概要 

サジェスションアンパイア制度とは、両方のゴール付近のフィールド外にサジェスションアンパイア

を配置し、アンパイアが下した、又は、下さなかった判定に対しサジェスションアンパイアに助言を

求め、参考にすることができる制度です。ビデオアンパイア制度とは、試合中にリアルタイムでビデ

オリプレイを確認出来る装置およびビデオアンパイアを配置し、アンパイアが下した、又は、下さな

かった判定に対しビデオアンパイアに助言を求め、参考にすることができる制度です。 

これは、試合に影響が大きい判定（得点、PS、PC）に対する疑義がある場合に、より納得性のある

判定とできるようにするための制度です。 

 

2. リファーラル（チャレンジ）の対象プレー 

選手は、得点、PS、PCに関わるプレーを対象にチャレンジ（チームリファーラル）を行うことがで

きますが、審判員は得点、PSに関わるプレーのみを対象にアンパイアリファーラルを行うことがで

きます。PCの判定に関わるアンパイアリファーラルはできませんのでご注意下さい。 

SO戦の場合は、すべてのアンパイアの判定（または判定しなかったこと）に対してチャレンジ（チ

ームリファーラル）およびアンパイアリファーラルを行うことができます。 

 

3. チャレンジのタイミング 

選手がチャレンジを行う場合は、対象となるプレー後速やかに実施しなければなりません。時間が経

過した後のチャレンジは受け付けられません。また、明確に「チャレンジ」の発声と T 字シグナル

の両方が行われてなければ受け付けられません。審判員がチャレンジを受け付けた場合は、インプレ

ー中であっても速やかに時間を停止します。チャレンジの対象となるプレーの直後にクォーター終了
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のフォーンが鳴ったとしてもチャレンジを受け付けることができます。アンパイアリファーラルも同

様に実施することができます。（SO戦の場合は、8秒間の合図の笛またはフォーンと読み替えます） 

 

4. 再開方法 

リファーラル後の再開方法は下記のとおりです。 

① 協議の結果、判定が変更された時 

変更された判定に基づき試合を再開します。 

 

② 協議を行っても判定が変更されなかった時（ノーアドバイスを含む） 

a. 時間が停止された時がインプレー中だった場合 

ディフェンスのフリーヒットで再開します。（これまではブリーで再開していたケースに相当）。 

 

b. 時間が停止された時がアウトプレー中だった場合 

時間が停止された時点の状態から試合を再開します。 

（例：守備側選手がクリアしたボールがサイドラインを割った後にリファーラルのため審判員が

時間を止め、その後判定が変更されなかった場合は、サイドラインから攻撃側が再開します） 

 

5. 適用日 

2019年4月1日より適用します。 

 

6. その他 

JHA 技術委員長通達「サジェスションアンパイアおよびビデオアンパイア制度についての補足」

（2018年3月27日付）は 2019年3月31日で廃止します。 

以上 
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公認競技役員規程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 4月 1日制定 

2019年 4月 1日改訂 

（3次改訂） 

 

 

公益社団法人 日本ホッケー協会 
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（目的）     

第1条 この規程は、公益社団法人日本ホッケー協会（以下「JHA」という）が認定する競技役員の

地位の確立と責任の範囲の明確化を目指すとともに、技能向上や円滑な大会運営を図るために

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

1. 公認競技役員 第 3条によって区分される資格を有する者をいう。 

2. 公式試合 JHA、ブロック協会、都道府県協会、ホッケージャパンリーグ、日本社会人ホッケー

連盟、日本学生ホッケー連盟およびその傘下団体のブロック学生連盟、全国高等学校体育連盟

およびその傘下団体のブロック・都道府県高等学校体育連盟が主催または共催する大会でホッ

ケー競技規則（6人制含む）に基づき実施される試合をいう。 

3. 全国大会 JHAが主催または共催する大会。 

 

（公認競技役員資格の種類） 

第3条 公認競技役員資格は、その活動範囲、必要な資質・技能に応じて次のとおり設置する。 

1. テクニカルデリゲート（以下「TD」という） 

2. テクニカルオフィサー（以下「TO」という） 

3. ジャッジ（以下「JG」という） 

4. アンパイアマネージャー（以下「UM」という） 

5. 国際審判員 

6. A級公認審判員（以下「A級」という） 

7. B級公認審判員（以下「B級」という） 

8. C級公認審判員（以下「C級」という） 

9. D級公認審判員（以下「D級」という） 

10. サジェスションアンパイア 

11. ビデオアンパイア 

なお、上記 1 から 3 までを公認テーブルオフィシャル、5 から 9 までを公認審判員と総称する。ま

た、公認競技役員は必ずどこかの都道府県協会に所属し、所属協会は、居住地または勤務地の位置

する都道府県協会か都道府県協会の役員である場合はその協会とする。 

 

（公認競技役員の資質） 

第4条 公認競技役員資格を有する者に求められる資質を次のように定める。 

1. TD は、競技会の運営・競技運営規程・競技規則・審判に関する知識を熟知し、競技会を統括す

る見識・技能を有し、公認競技役員の模範となり指導を行い得る見識・技能を有する者。 

2. TOは、競技会の運営・競技運営規程、競技規則・審判に関する知識があり TDを補佐する見識・

技能を有し、試合を円滑に運営、管理するための十分な見識、技能を有する者。 

3. JGは、大会の競技運営規程、競技規則に関する見識を有し、公式試合記録の作成および TOと協

力し試合の運営、管理を行い得る者。 

4. UM は、大会およびホッケーに係わる活動を通じて、審判員の育成指導、評価、支援を行い得る

見識、技能を有し、競技規則およびその解釈に対する解明が行える者。 

5. 国際審判員は、公認審判員の資格を有する者のうち、国際ホッケー連盟（以下「FIH」という）

により国際審判員資格を認定された者。 
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6. A級は、国際試合の審判を行い得る見識、技能を有し、公認審判員の模範となり得る者。 

7. B級は、全国大会の試合の審判を行うに十分な見識、技能を有する者。 

8. C級は、公式試合の審判を円滑に行うための必要な知識、技術を有する者。 

9. D級は、公式試合の審判を行い得る者。 

10. サジェスションアンパイアは、公式試合のサジェスションアンパイアを行うに十分な見識、技

能を有する者。 

11. ビデオアンパイアは、公式試合のビデオアンパイアを行うに十分な見識、技能を有する者。 

 

（公認競技役員に係わる役職の権限と責任） 

第5条 公認競技役員の活動に関係する役職の権限と責任は、次のとおりとする。 

1. JHA技術委員長は、公認競技役員を統括する。また、公認競技役員の活動環境の向上、技能向上、

国内外への競技役員の派遣、関係規則の制定・定着等に係わる活動を監督し、そのための必要

な指示を公認競技役員に行う。 

2. JHA競技部長は、公認テーブルオフィシャルの技能向上、活動実績管理、活動者数の増加および

競技会運営の円滑化等に資する必要な施策を策定し、ブロック競技長と共に実行する。 

3. JHA審判部長は、公認審判員の技能向上、活動実績管理、活動者数の増加および競技規則・判定

に係わる解釈の浸透等に資する必要な施策を策定し、ブロック審判長と共に実行する。 

4. JHA競技役員指名室長は、全国大会に参加する競技役員を指名する。また、国民体育大会ブロッ

ク大会の TD、UM、ニュートラル審判員（ブロック外から派遣）を指名し、表-1 のブロック予選

会におけるブロックが指名する TD、ニュートラル競技役員（TO、JG、審判員）の通知を受ける。 

5. JHA資格審査室は、講習会等の受講者の成績、実績を踏まえて第 3条に定める資格を認定または

承認する。また、第 16条に定める降格、失効、剥奪、停止を決定する。 

6. ブロック競技長は、所属ブロック内の公認テーブルオフィシャルへの指導、情報伝達、活動実

績の把握、TO 昇格試験受験者の推薦、JG 資格の認定、ブロック予選会（表-1）の TD、TO、JG

の指名（JHAが指名した者を除く）、競技役員の発掘、その他 JHA競技部長の依頼する事項を遂

行する。ブロック予選会（表-1）において、所属ブロック外から TO、JG を指名する場合は、競

技役員指名室長に通知する。 

7. ブロック審判長は、所属ブロック内の公認審判員への指導、情報伝達、活動実績の把握、B級昇

格試験受験者の推薦、C 級・D 級資格の認定、ブロック予選会（表-1）の審判員の指名（JHA が

指名した者を除く）、審判員の発掘、その他 JHA 審判部長の依頼する事項を遂行する。ブロッ

ク予選会（表-1）において、所属ブロック外から UM、審判員を指名する場合は、競技役員指名

室長に通知する。 

8. 都道府県競技長は、所属都道府県内の公認テーブルオフィシャルへの指導、都道府県内大会の

TD、TO、JGの指名、競技運営役員の発掘、その他ブロック競技長の依頼する事項を行う。 

9. 都道府県審判長は、所属都道府県内の公認審判員への指導、C級昇格試験受験者の推薦、都道府

県内大会の審判員の指名、審判員の発掘、その他ブロック審判長の依頼する事項を行う。 

10. 上記 6 から 9 に定める役職は、ブロックまたは都道府県内の理事会等の承認手続きを経て決定

されることが望ましい。 

11. 上記 6 から 9 に定める役職者が交代する場合は、速やかに JHA 技術委員長に通知しなければな

らない。また、その役職者の本規程に定める権限は、通知された時点から効力を有する。 

12. 上記 2から 9に定める役職者（5を除く）の本規程に定める権限は、当該役職者がいずれかの競

技役員資格を保有している場合に効力を有する。 
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（公認競技役員の責務） 

第6条 公認競技役員に求められる主な責務を次のとおり定める。 

1. 本規程に定める事項を遵守しなければならない。 

2. 公式試合への参加に際しては、移動中も含め、定められた服装もしくは職務にふさわしい服を

着用し、登録証を携行しなければならない。審判を行うときは公認審判服を着用しなければな

らない。 

3. TD は、大会の TD（アシスタント TD 含む）、ホッケー日本リーグ（以下「HJL」という）のシリ

ーズチーフ TO を 3 年間に 1 回以上担当しなければならない。または、公式試合の TO または JG

を 3年間に 8試合以上担当しなければならない。 

4. TOおよび JGは、公式試合の TOまたは JGを 3年間に 8試合以上担当しなければならない。 

5. A級は全国大会の試合の審判を 3年間に 6試合以上担当しなければならない。 

6. B 級は全国大会、表-１に定めるブロック予選会、日本社会人ホッケー連盟、日本学生ホッケー

連盟およびその傘下団体のブロック学生連盟が主催する大会の試合の審判を 3 年間に 6 試合以

上担当しなければならない。 

7. C級は公式試合の審判を 3年間に 6試合以上担当しなければならない。 

8. TD、UM、A級は、第 18条に定める講習会を毎年受講しなければならない。TO、JG、B級、C級、

D級は、第 18条に定める講習会を 3年に 1回以上受講しなければならない。 

9. TD、TO、UM、A 級、B 級は、年度当初の指定期日までに大会派遣希望調査に回答しなければなら

ない。また、JHAの求めに応じて活動実績を報告しなければならない。 

10. A級、B級は JHAが指定する体力測定を毎年 1回以上実施しなければならない。 

11. 国際公式試合の競技役員を担当する場合は、事前に JHA 技術委員長の承認を得なければならな

い。 

12. 全国大会で TD または UM に指名された者は、所定期日内に大会報告書を JHA に提出しなければ

ならない。 

13. 公認競技役員は、JHAの指定する活動に協力しなければならない。 

 

（公認競技役員の活動可能範囲） 

第7条 公認競技役員の活動を行うことができる範囲は次のとおりとする。 

1. TDは、公式試合が行われる大会の TDを担当できる。 

2. TOは、公式試合の TOを担当できる。また、所属ブロック競技長の指名または承認により全国大

会以外の大会の TDを担当できる。 

3. JG は、公式試合の JG を担当できる。また、全国大会以外の試合の TO を担当できる。6 人制の

試合においては、全国大会の TOを担当できる。 

4. A級は、公式試合および JHA技術委員長の承認により国際試合の審判を担当できる。また、公式

試合の JG、TOを担当できる。 

5. B級は、公式試合および JHA審判部長の推薦と JHA技術委員長の承認により国際試合の審判を担

当できる。また、公式試合の JGを担当できる。 

6. C級は、全国大会以外の公式試合の審判を担当できる。ただし、所属ブロック以外の場所で行わ

れる試合の場合は、所属ブロック審判長の承認を要する。 

7. D 級は、全国大会および表-1 に定めるブロック大会以外の公式試合の審判を担当できる。ただ

し、所属ブロック以外の場所で行われる試合の場合は、所属ブロック長の承認を要する。 

8. サジェスションアンパイアは公式試合のサジェスションアンパイアを担当できる。 

9. ビデオアンパイアは公式試合のビデオアンパイアを担当できる。 
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10. 大会に参加するチームに登録されている役員、選手は所属するチームの試合の競技役員（JG を

除く）を担当することができない。 

11. 上項にかかわらず、6人制の試合では全国大会含むすべての公式試合で C級および D級が審判を

担当できる。 

12. 上項にかかわらず、マスターズ（40 歳以上）の公式試合では C 級および D 級が審判を担当でき

る。 

13. 上項にかかわらず、講習会または昇格試験受講中の競技役員は保有資格に関わらず大会 TD の指

名する業務を担当できる。 

14. 上項にかかわらず、日本国外から派遣された日本国籍を持たない競技役員は、技術委員長と大

会 TDの承認により公式試合の競技役員業務を担当できる。 

 

（公認競技役員の認定手順） 

第8条 公認競技役員資格の認定は、次のとおりとする。 

1. （TD）TO 資格を有し、全国大会で十分な実績があり、JHA 技術委員会が指名した者に TD 昇格試

験の受験資格を与える。受験資格を得た者は、表-1の大会において TDを担当し、技術委員会の

指定講師の審査により TD としての資質が認められるとして上申された者を資格審査室で審議し

て TDとして認定する。 

2. （TO）JG の資格を有し、全国大会およびブロック大会で実績がある者で所属ブロック競技長の

推薦により TO 昇格試験を受験し、その合格者で TO としての資質が認められるとして上申され

た者を資格審査室で審議して TOとして認定する。 

3. （JG）所属都道府県協会の競技長の推薦により、ブロックまたは都道府県協会が主催するジャ

ッジ認定講習会に参加した者でブロック競技長が認定した者を JHA 資格審査室が JG として承認

する。講習会の責任講師は、技術委員会の指名する講師でなければならない。講習会の開催に

ついて事前にブロック競技長の承認を得なければならない。 

4. （国際審判員）技術委員長の指名により FIH 主催または公認の国際大会に審判員として派遣さ

れ、国際審判員としての資質があるとの評価を TD から受けた者は、資格審査室の承認により

JHA から FIH に国際審判員登録申請を行う。FIH で国際審判員として登録された時点で国際審判

員として認定する。 

5. （UM）A 級または B 級で（過去に A 級または B 級資格を有していた者も含む）JHA 審判部長の指

名により UM認定講習会に参加し、UMとしての資質が認められると上申された者を資格審査室で

審議して UMとして認定する。 

6. （A 級）JHA が公表する A 級審判員昇格候補者リストの中から指名され、JHA が開催する A 級昇

格審判講習会に参加し、その審査により A 級審判員としての資質が認められるとして上申され

た者を資格審査室で審議して A級として認定する。 

7. （B 級）C 級保有者でブロック審判長の推薦により JHA、各ブロック協会、各連盟が開催する B

級審判昇格試験を受験しその合格者で B 級審判員としての資質が認められるとして上申された

者を資格審査室で審議して B 級として認定する。試験の責任講師は技術委員会が指名する講師

でなければならない。講習会の開催について事前に技術委員長の承認を得なければならない。 

8. （C 級）D 級保有者で、ブロック審判長または都道府県審判長の推薦により各ブロック協会、各

連盟が開催する C 級審判昇格試験を受験し、その合格者を所属ブロック審判長が認定した者を

資格審査室が C 級として承認する。試験の責任講師は、技術委員会の指名する講師でなければ

ならない。講習会の開催について事前に技術委員長の承認を得なければならない。 

9. （D 級）各ブロック協会、各連盟、都道府県協会が開催する D 級審判認定講習会を受講した者
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で、所属ブロック審判長が認定した者を資格審査室が承認する。講習会の責任講師は、技術委

員会の指名する講師でなければならない。講習会の開催について事前にブロック審判長の承認

を得なければならない。 

10. （サジェスションアンパイア）A 級、B 級、C 級、UM 資格保有者は、サジェスションアンパイア

の資格を同時に保有するものとする。過去に A 級、B 級、C 級資格を保有していた者で何らかの

公認競技役員資格を保有している者は、サジェスチョンアンパイアの資格を同時に保有する。 

11. （ビデオアンパイア）A 級、B 級、C 級、UM 資格保有者は、ビデオアンパイアの資格を同時に保

有する。過去に A 級、B 級、C 級資格を保有していた者で何らかの公認競技役員資格を保有して

いる者は、ビデオアンパイアの資格を同時に保有する。 

12. A級および B級資格保有者は、JG資格に定める範囲の活動を行うことができる。 

13. A 級は引退する時点(自己申告)で、TO 資格を資格審査室で審議のうえ認定する。認定にあたり、

上記の講習会等の受講を要しない。 

14. B 級は引退する時点(自己申告)で、JG 資格を資格審査室で審議のうえ認定する。認定にあたり、

上記の講習会等の受講を要しない。 

15. 審判員資格の認定にあたり、被認定者が未成年の場合は、親権者の同意書を必要とする。また、

18歳未満の者には審判員資格を認定しない。 

 

（公認競技役員認定証） 

第9条 第 8 条に定める公認競技役員に認定され、第 11 条に定める登録手続きを完了した者に JHA

から認定証を交付する。ただし、JGについては、所属ブロック競技長から、C級、D級について

は所属ブロック審判長から認定証を交付する。 

 

（公認競技役員登録証、管理） 

第10条 新規に取得した資格の登録が完了した者に JHA から登録証を交付する。登録または更新の際

に JHAに通知された個人に関わる情報は、JHAの円滑な運営を目的としてのみ利用される。目的

の範囲内で業務委託先に提供する場合および日本国内の法令に基づく場合を除き JHA は個人情

報を第三者に開示・提供しない。公認競技役員は、登録情報を変更する場合は、JHAに速やかに

通知しなければならない。公認競技役員が所属協会を変更する場合は、JHA技術委員長の承認を

得なければならない。 

 

（登録手続き） 

第11条 公認競技役員の新規登録手続きについては、次のように行う。 

1. TD、TO、UM、A級、B級資格の登録手続き 

資格審査室での認定後、JHA から本人に認定の通知を行う。認定者は指定期間内に新規登録申

請書を JHA に提出し、認定料を納入しなければならない。資格審査室で認定された日を登録日

とするが、指定期間内に提出および納入がなされない場合は、認定を取り消す。 

2. JG、C級資格の登録手続き 

所属ブロック競技長または審判長が認定した JG、C 級資格者の JHA への新規登録申請および認

定料の納入は、所属ブロック競技長または審判長が行う。申請がなされた日を登録日とするが、

合格した講習会の開催日から 60 日以内に新規登録申請書が JHA に提出され、所定の認定料が

JHA に納付されなければ、JHA 資格審査室は認定を承認せず、認定は無効となる。何らかの理由

で、JHA資格審査室が認定を承認しなかった場合は、認定は無効となり、既に JHAに納入されて

いる認定料があればそれを返還する。 
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3. D級資格の登録手続き 

所属ブロック審判長は資格の認定後、JHAに D級資格者名簿を JHAに送付する。送付日を資格の

登録日とする。何らかの理由で、JHA 資格審査室が認定を承認しなかった場合は、認定は無効

となる。 

4. 登録番号の付与 

サジェスションアンパイア・ビデオアンパイア以外の資格については、JHA が申請書に基づき、

登録番号を付与し、基本台帳を更新する。また、氏名と所属協会名を記載した公認競技役員一

覧を更新しブロック競技長および審判長に送付する。 

5. 認定料 

各資格とも申請時に認定料を納入しなければならない。資格毎の金額は表-2 のとおりとする。 

D級資格は所属ブロック、D級以外の資格は JHAに納入する。 

6. 配付物 

各資格認定時に次に定めるものを JHAより配付する。エンブレム、カード、リング等の資格に

応じた必要物品は、各自で購入する。 

TD：TDバッジ 

TO：TOバッジ 

JG：JGバッジ 

A級：A級バッジ 

B級：B級バッジ 

C級：C級バッジ 

   

（有効期間と更新手続き） 

第12条 公認競技役員の有効期間と年度登録（更新手続き）を次のように定める。 

1. 競技役員資格の有効期間は毎年 4月 1日より翌年 3月 31日までとする。ただし、新規登録され

た資格は、登録日から次の 3月 31日までとする。 

2. 競技役員資格は毎年度自動更新とし、更新を希望しない者は前年度 2 月末日までに JHA に申請

しなければならない。ただし、D級については、所属ブロック審判長に申請する。 

3. ブロック競技長および審判長は、連携して所属ブロックの公認競技役員の資格保有者リストの

確認、修正を行い、必要に応じて JHAに通知しなければならない。 

4. 競技役員は指定された期間内に定められた方法で所属都道府県協会を通じて登録を行わなけれ

ばならない。 

5. 年度登録料は表-3 のとおりとする。複数の資格を保有している者は、それらのうち最も高額な

年度登録料のみを JHA に納入すればよい。D 級については所属ブロック協会に納入する。第 15

条 4 項に該当する場合の年度登録料は免除するが、停止が解除された時点で該当する登録料を

納入する。 

  

（資格の失効および剥奪）               

第13条 公認競技役員は、次に該当するときにはその資格を喪失する。既に納入されている登録料は

返還しない。 

1. 第 12条に規定する年度登録料を納入しなかった場合は、資格が失効する。 

2. 公認競技役員として著しく不適切な行動や言動があった場合は、資格を剥奪する。 

3. 本規程を著しく逸脱する行動や言動があった場合は、資格を剥奪する。 
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（降  格） 

第14条 公認競技役員は、次に該当するときには降格する場合がある。ただし、JGおよび D級は降格

しない。既に納入されている登録料は減額しない。 

1. 第 6条に規定する活動を行う意思が認められないとき。 

2. 第 6条に規定する研修会を理由無く受講しなかったとき。 

3. 各資格で必要とする見識、技能を有していないと認められたとき。 

 

（資格の停止） 

第15条 公認競技役員は、次に該当するときにはその資格の効力の一部または全部を期間を定めて停

止する場合がある。既に納入されている登録料は減額しない。 

1. 公認競技役員として不適切な行動や言動があった場合。 

2. 本規程を逸脱する行動や言動があった場合 

3. 競技会等において故意または重大な過失により円滑な運営を著しく妨げた場合。 

4. 海外赴任や長期療養等の事情により本人より活動休止の申し出であった場合。最長で 3 年間と

する。 

 

（資格の失効および剥奪、降格、停止手続き） 

第16条 資格の降格および剥奪、失効、停止は、次のように行う。 

1. 第 13 条、第 14 条、第 15 条に該当すると認められる場合は、技術委員会で審議のうえ資格の失

効または剥奪、降格、停止の仮決定を行う。 

2. 技術委員会は仮決定の内容を当該者に通知して状況を確認し、本人が希望する場合は、弁明の

機会を設ける。 

3. 前項において、海外駐在等やむを得ない事由等を勘案して技術委員会は仮決定内容を変更また

は取消すことができる。 

4. 第 2 項を実施後、技術委員長は資格審査室にその内容を諮問する。資格審査室で審議を行い、

資格の失効または剥奪、降格、停止を決定する。 

5. 技術委員会は決定後に本人および所属ブロック競技長、審判長にその内容を通知する。 

6. 資格を失効させた者が再度競技役員資格を取得しようとする場合は、それまでの実績は喪失さ

れたものとして扱う。 

 

（公認競技役員の定年） 

第17条 公認競技役員の定年および定年者の定年後の活動範囲等については次のとおり定める。 

1. 75歳の誕生日に達した時の年度末（3月 31日）をもって定年とし、定年者として扱う。 

2. 公認テーブルオフィシャルが定年前に引退を JHA に通知した場合は、その時点で定年者と同じ

扱いとし、資格は無効となる。 

3. A級または B級が引退を JHAに通知した場合は、その時点でその資格は無効となり、審判引退者

として扱う。 

4. 51 歳以上の公認審判員が表-5 に定める体力基準を達成できない場合は、資格は無効となり、審

判引退者として扱う。 

5. 定年者または審判引退者は、大会 TD の承認により全国大会を含む 6 人制の試合の TO・JG また

は審判を担当することができる。また、マスターズ（40歳以上）の試合の審判を担当できる。 

6. 定年者は、大会 TDの承認により全国大会以外の試合の TO・JGを担当することができる。 

7. 審判引退者は、大会 TDの承認により全国大会以外の試合の審判を担当できる。ただし、表-1に
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定める大会の試合の場合は、JHA審判部長の承認を要する。 

8. 審判引退者は、全国大会を含むすべての試合のサジェスションアンパイア、ビデオアンパイア

を担当できる。 

9. 定年者が上項の活動を行う場合は、第 11 条に定める定年者の年度登録料を納入していなければ

ならない。 

 

（講習会等の実施） 

第18条 公認競技役員は競技規則、競技運営規程に関する知識、解釈、技能向上を図るために実施さ

れる講習会等に積極的に参加しなければならない。実施される講習会と受講料は表-4 のとおり

とする。 

 

（その他） 

第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、JHA 技術委員会が関係箇所と協議のう

え決定する。 

1. 公認競技役員は、この規程に関わる事項に疑義が生じた場合に技術委員長へ照会を行うことが

できる。 

          

（附 則）     

1. この規程は、公認 TD・TO・J 規程と公認審判員規程を統合し、2016 年 4 月 1 日から施行する。

それに伴い、公認 TD・TO・J規程と公認審判員規程は廃止する。 

2. この規程は、2017年 4月 1日に改訂する。 

3. 規程変更の移行措置として、2016 年 4 月 1 日より 2017 年 3 月 31 日までに D 級登録された資格

の有効期限は、2018年 3月 31日とし、2017年度の年度登録料（更新）は免除する。 

4. この規程は、2018年 4月 1日に改訂する。 

5. この規程は、2019年 4月 1日に改訂する。 

 

  表-1 全国大会ブロック予選会 

全国高等学校ホッケー選手権大会ブロック予選 

全日本中学生ホッケー選手権大会ブロック予選 

全日本社会人ホッケー選手権大会ブロック予選 

国民体育大会ホッケー競技ブロック大会 

全国高等学校選抜ホッケー大会ブロック予選 

 

表-2 認定料 

資格 認定料(円) 

TD 5,000 

TO 4,000 

JG 3,000 

UM 5,000 

A級 5,000 

B級 4,000 

C級 3,000 
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D級 2,000 

 

 表-3 年度登録料（更新時） 

資格 年度登録料（円） 資格 年度登録料（円） 

TD 5,000 UM 5,000 

TO 4,000 A級 5,000 

JG 3,000 B級 4,000 

  C級 3,000 

定年者 3,000 D級 2,000 

  

表-4 講習会および受講料 

講習会名等 受講料(円) 備考 

1.JHAが主催するもの 

全国統一ルール研修会 5,000 JHAに納入する 

TD昇格試験 5,000 JHAに納入する 

TO昇格試験 5,000 JHAに納入する 

UM認定講習会 5,000 JHAに納入する 

A級審判昇格試験 5,000 JHAに納入する 

B級審判昇格試験 5,000 JHAに納入する 

必要に応じた技能向上のための講習会 都度決定 JHAに納入する 

2.ブロック協会、各競技連盟が主催するもの 

ルール研修会 5,000 主催者に納入する 

JG認定講習会 3,000 主催者に納入する 

B級審判昇格試験 5,000 主催者に納入する 

C級審判昇格試験 3,000 主催者に納入する 

D級審判講習会 3,000 主催者に納入する 

必要に応じた技能向上のための講習会 主催者が決定 主催者に納入する 

3.都道府県協会が主催するもの 

D級審判講習会 3,000 主催者に納入する 

JG認定講習会 3,000 主催者に納入する 

必要に応じた技能向上のための講習会 主催者が決定 主催者に納入する 

 

 表-5 審判員体力測定項目と基準 

20mシャトルラン 

 往復回数  往復回数 

29歳以下男性 84（レベル 10） 29歳以下女性 73（レベル 9） 

30歳代男性 73（レベル 9） 30歳代女性 62（レベル 8） 

40歳以上男性 62（レベル 8） 40歳以上女性 52（レベル 7） 

 上記は最低限求められる基準であり、84回を上回ることを強く要請する。 

 

 

    主要変更箇所 
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（公社）日本ホッケー協会　都道府県競技長・審判長リスト

所属協会 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属協会 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ
北海道 手倉森　勇夫 ﾃｸﾗﾓﾘ ｲｻｵ 北海道 渡辺　健一 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹﾝｲﾁ
東北 杉原　広 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｼ 東北 鈴木　茂明 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｱｷ

青森 杉原　広 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｼ 青森 飯田　拓欧 ｲｲﾀﾞ ﾀｸｵ
岩手 柵山　文夫 ｻｸﾔﾏ ﾌﾐｵ 岩手 水賀美　正弘 ﾐｽﾞｶﾐ ﾏｻﾋﾛ
宮城 川守田　慶隆 ｶﾜﾓﾘﾀ ﾖｼﾀｶ 宮城 鈴木　隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ
秋田 佐々木　和彦 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋｺ 秋田 熊林　孝 ｸﾏﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ
山形 横山　伸一 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 山形 鈴木　茂明 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｱｷ
福島 酒井　強 ｻｶｲ ﾂﾖｼ 福島 酒井　強 ｻｶｲ ﾂﾖｼ

関東 清水　恭子 ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｺ 関東 近藤　聡史 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ
茨城 高橋　忠織 タカハシタダオリ 茨城 圷　耕一 ｱｸﾂ ｺｳｲﾁ
栃木 関根　由美子 ｾｷﾈ ﾕﾐｺ 栃木 伊藤　幸子 ｲﾄｳ ｻﾁｺ
群馬 酒井　忠 ｻｶｲ ﾀﾀﾞｼ 群馬 真庭　優喜 ﾏﾆﾜ ﾕｳｷ
埼玉 鯨井　暢 ｸｼﾞﾗｲ ﾄｵﾙ 埼玉 我妻　順子 ﾜｶﾞﾂﾏ ｼﾞｭﾝｺ
千葉 久保木　学 ｸﾎﾞｷ ｶﾞｸ 千葉 久保木　学 ｸﾎﾞｷ ｶﾞｸ
東京 西澤　英一郎 ﾆｼｻﾞﾜ ｴｲｲﾁﾛｳ 東京 栗原　崇 クリハラ　タカシ

神奈川 市村　美幸 ｲﾁﾑﾗ ﾐﾕｷ 神奈川 木下　英貴 ｷﾉｼﾀ ﾋﾃﾞｷ
山梨 杤原　伸幸 ﾄﾁﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 山梨 桂原　慎治 ｶﾂﾗﾊﾗ ｼﾝｼﾞ

北信越 松村　和朗 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞｱｷ 北信越 宮川　敏充 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄｼﾐﾂ
長野 柴田　稔 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾉﾙ 長野 柏木　健 ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝ
新潟 蒲沢　光昭 ｶﾞﾜｻﾜ ﾐﾂｶｽﾞ 新潟 斎藤　靖 ｻｲﾄｳ ﾔｽｼ
富山 武部　直美 ﾀｹﾍﾞ ﾅｵﾐ 富山 細川　祐司 ﾎｿｶﾜ ﾕｳｼﾞ
石川 松本　豊成 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾖﾅﾘ 石川 倉脇　寛支 ｸﾗﾜｷ ﾋﾛｼ
福井 桒原　和世 ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾖ 福井 宮川　敏充 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄｼﾐﾂ

東海 渡邊　希一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｲﾁ 東海 重森　誠 ｼｹﾞﾓﾘ ﾏｺﾄ
静岡 渡邊　希一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｲﾁ 静岡 戸塚　洋介 ﾄﾂｶ ﾖｳｽｹ
愛知 辻　幹彦 ﾂｼﾞ　ﾐｷﾋｺ 愛知 加藤　知明 ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ
三重 浅野　一生 ｱｻﾉ　ｶｽﾞｵ 三重 節句田　悟 ｾｯｸﾃﾞﾝ　ｻﾄﾙ
岐阜 大野　壮太 ｵｵﾉ　ｿｳﾀ 岐阜 藤原　信幸 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ

関西 松下　正寿 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾋｻ 関西 小原　直也 ｺﾊﾗ ﾅｵﾔ
滋賀 松下　正寿 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾋｻ 滋賀 高橋　英行 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ
京都 西松　孝治 ﾆｼﾏﾂ ﾀｶﾊﾙ 京都 西山　宏明 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｱｷ
大阪 今庄　充世 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾐﾂﾖ 大阪 壽山　由樹 ｽﾔﾏ ﾕｷ
兵庫 斎　好男 ｲﾂｷ ﾖｼｵ 兵庫 竹内　高広 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾋﾛ
奈良 我妻　活美 ﾜｶﾞﾂﾏ　カツミ 奈良 松本　栄次 マツモト　エイジ

和歌山 喜多　英登 ｷﾀ ﾋﾃﾞﾄ 和歌山 中尾　年博 ﾅｶｵ ﾄｼﾋﾛ
中国 杉原　治 ｽｷﾞﾊﾗ ｵｻﾑ 中国 藤原　真由美 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾕﾐ

鳥取 安木　貴子 ﾔｽｷﾞ ﾀｶｺ 鳥取 松田　真一 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｲﾁ
島根 児島　史朗 ｺｼﾞﾏ ｼﾛｳ 島根 藤原　真由美 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏﾕﾐ
岡山 平尾　豊 ﾋﾗｵ ﾕﾀｶ 岡山 元宗　宏寿 ﾓﾄﾑﾈ ﾋﾛﾋｻ
広島 山崎　泰敬 ﾔﾏｻｷ ﾔｽﾉﾘ 広島 中元　大輔 ﾅｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
山口 森重　祐輔 ﾓﾘｼｹﾞ ﾕｳｽｹ 山口 木村　考利 ｷﾑﾗ ﾀｶﾄｼ

四国 三好　健一 ミヨシ　ケンイチ 四国 柳田　敏行 ﾔﾅﾀﾞ ﾄｼﾕｷ
香川 岡川　等 オカガワ　ヒトシ 香川 植田　桂司 ｳｴﾀ ｹｲｼﾞ
徳島 八張　慎 ヤハリ　マコト 徳島 柳田　敏行 ﾔﾅﾀﾞ ﾄｼﾕｷ
愛媛 三好　健一 ミヨシ　ケンイチ 愛媛 田室　憲史 ﾀﾑﾛ ｹﾝｼ
高知 長山　光信 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐﾂﾉﾌﾞ 高知 池田　徹也 ｲｹﾀﾞ ﾃﾂﾔ

九州 一ノ瀬　元史 ｲﾁﾉｾ ﾓﾄｼ 九州 冨山　喜正 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｼｸﾆ
福岡 一ノ瀬　元史 ｲﾁﾉｾ ﾓﾄｼ 福岡 瓜生　幸宏 ｳﾘｭｳ ﾕｷﾋﾛ
佐賀 近藤　芳樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｷ 佐賀 近藤　芳樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｷ
長崎 沖田　彰生 ｵｷﾀ ｱｷｵ 長崎 永山　至道 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼﾄﾞｳ
熊本 上田　浩一 ｳｴﾀﾞ ｺｳｲﾁ 熊本 松﨑　光太郎 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ
大分 川野　伸久 ｶﾜﾉ ﾉﾌﾞﾋｻ 大分 川野　伸久 ｶﾜﾉ ﾉﾌﾞﾋｻ
宮崎 長　真納美 ｵｻ ﾏﾅﾐ 宮崎 福山　秀人 ﾌｸﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ

鹿児島 山内　孝雄 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｵ 鹿児島 山内　孝雄 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｵ
沖縄 与那　満 ヨナ　ミツル 沖縄 與那嶺　俊 ﾖﾅﾐﾈ ｼｭﾝ

ハッチ箇所は各ブロック長

【審判長】【競技長】
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序文 目的 

本規程は、公益社団法人日本ホッケー協会（以下「JHA」という）が主催または共催する大会に参

加するチームのユニフォームに関する基準を定めるものである。 

 

1. ユニフォーム登録 

1.1 大会に参加するチームは、ファーストユニフォームおよびセカンドユニフォームとしてのフィール

ドプレイヤーのシャツ、パンツ/スコート、ソックスとゴールキーパーのシャツの色を大会参加申

込書にて登録しなければならない。大会期間中はユニフォームの色柄を変更することができない。 

 

2. フィールドプレイヤーのユニフォーム 

2.1 ファーストおよびセカンドユニフォームのうちのひとつのセットは、シャツ、パンツ/スコート、ソ

ックスそれぞれの 80%以上が単色でなければならず、もうひとつのセットは他のセットとは全く違

う色でなくてはならない。大会参加にあたり登録したファーストおよびセカンドユニフォームの色

が似ていると TD により判断された場合は TD はチームに対しユニフォームの色を変更させること

ができる。そのため、判断に迷う場合は、事前に JHA技術委員長または大会 TDに確認を取ってお

くことを推奨する。 

2.2 ソックスの色は、2.1 の条件を満たす限り、何色でも良い。ただし、膝にかかるように着用するこ

とは認められない。 

2.3 背番号は、はっきりと塗り潰された(輪郭線でない)数字で次の 2か所に明示する。 

a 上下 16cm以上、30cm以下の文字でプレイヤーのシャツの背面。 

b 上下 7cm以上、9cm以下の文字でプレイヤーパンツ/スコートの前面で太ももの高さ。 

2.4 プレイヤーの名前を表示する場合、プレイヤーの名前は、 

a シャツの背面に表示されていること（ゴールキーパー特権を有するフィールドプレイヤーとして

出場している場合を除く） 

b はっきりと塗り潰された（輪郭線でない）上下が 6cm以上、10cm以下の文字であること 

c プレイヤーの背番号より上に配置し、背番号が明瞭に見えるようにすること 

2.5 ユニフォームの袖の長さ、襟の有無の制限はないが、試合を通じて全員が同じ仕様のユニフォーム

を着用しなければならない。厳寒期には長袖、半袖、袖無しのユニフォームの選手が混在していて

も良いが、事前に TDの承認を要する。 

2.6 ロングアンダースパッツ、アンダーシャツは着用してはならない。ただし、ユニフォームの内側で

外面から見えない範囲に着用するものや、立った姿勢でスコートの下に外面から見えない範囲で着

用しているアンダースパッツは着用してもよい。スコートの下にアンダースパッツを着用する場合

は、全員が同じ素材で同色のものを着用しなければならないが、スコートと同色である必要はない。 

2.7 厳寒期には、ユニフォームの袖からはみ出るアンダーシャツを着用してよいが、着用する場合は、

選手全員が同じ仕様のものを着用しなければならない。着用と非着用の選手が混在していても良い。

着用にあたっては、事前に大会 TDの承認を要する。 

2.8 襟元や袖口からはみ出てユニフォームの原型を変えるような下着・インナーウェアは着用してはな

らない。 
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2.9 上項に関わらず、宗教上および医師の指示による健康上の理由による着用物に制限はないが、事前

に TDの承認を必要とする。 

 

3. ゴールキーパーのユニフォーム 

3.1 ファーストおよびセカンドユニフォームのシャツは、フィールドプレイヤーのファーストおよびセ

カンドユニフォームのシャツの色と全く違う色でなくてはならない。 

3.2 背番号は、はっきりと塗り潰された(輪郭線でない)数字で次の 2か所に明示する。 

a 上下 16cm以上、30cm以下の文字でシャツの背面。 

b 上下 7cm以上、20cm以下の文字でシャツの前面。 

3.3 プレイヤーの名前を表示する場合、プレイヤーの名前は、 

a シャツの背面に表示されていること（ゴールキーパー特権を有するフィールドプレイヤーとして

出場している場合を除く） 

b はっきりと塗り潰された（輪郭線でない）上下が 6cm以上、10cm以下の文字であること 

3.4 c プレイヤーの背番号より上に配置し、背番号が明瞭に見えるようにすること。 

 

4. シューズの色 

4.1 シューズの色は何色でも良い。 

 

5. ゴールキーパーの装具の色 

5.1 ゴールキーパーの装具の色は何色でも良い。 

 

6. 大会主催者が希望する広告 

6.1 大会主催者は、大会に参加するプレイヤーのユニフォームに広告を表示させる権利を有し、その要

請があった場合は、チームはユニフォームの指定の位置に広告を貼付しなければならない。貼付す

る広告は、主催者がチームに無償で提供する。 

 

7. チームが希望する広告 

7.1 大会開始日の 3 日前までに表示する広告の図柄、大きさ、位置を主催者に申請しなければならない。 

7.2 アルコール類およびたばこ商品名の広告は許可されない。 

7.3 主催者は、公序良得に反する場合や大会スポンサーに競合する等の理由により、申請を却下するこ

とができる。 

7.4 主催者は、許可にあたり広告の大きさ、位置を変更する権利を有する。 

7.5 広告の表示が認められた場合、チームは、広告 1か所につき 10,000円を JHAに納入しなければな

らない。 

 

8. 競技役員ウェアへの広告 

8.1 大会主催者は、大会に参加する競技役員の公式ウェア（アンパイアシャツ、大会ジャンパー等）に

広告を表示させる権利を有する。 
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9. 大会協賛広告 

9.1 大会に参加する競技役員の公式ウェア（アンパイアシャツ、大会ジャンパー等）に広告を提供し、

表示させることを、誰でも希望することができる。その場合は、以下に基づき主催者に申請を行わ

なければならない。 

9.2 大会開始 15 日前までに、表示する広告の図柄、大きさ、表示させるウェアおよび位置を主催者に

申請しなければならない。 

9.3 アルコール類およびたばこ商品名の広告は許可されない。 

9.4 主催者は、公序良得に反する場合や大会スポンサーに競合する等の理由により、申請を却下するこ

とができる。 

9.5 主催者は、許可にあたり広告の大きさ、位置を変更する権利を有する。 

9.6 広告の表示が認められた場合、申請者は、広告 1か所につき 50,000円を JHA特別協賛金として納

入しなければならない。金額は JHA との協議により変更することができる。また、表示する広告

を主催者に無償で提供しなければならない。広告の表示（貼付）に係わる費用は原則として申請者

が負担する。 

9.7 大会主催者は、大会に参加する競技役員の公式ウェア（アンパイアシャツ、大会ジャンパー等）に

広告を表示させる権利を有するが、アルコール類およびたばこ商品名の広告は表示できない。 

 

10. 本規程に係わる疑義および定めにない事項は、JHA技術委員長が関係機関と協議のうえ決定する。 

 

11. 本規程は、2016 年 4 月 1 日より効力を有する。それに伴い、JHA ユニフォーム基準、登録規程の

ユニフォームに係わる規定を廃止する。 

 

改訂履歴 

 2017年 4月 1日改訂 

   2018年 4月 1日改訂 

2019年 4月 1日改訂 

     ：主要変更箇所   

 

- 55 -



- 56 -



- 57 -



- 58 -



 

登 録 規 程 （2019年度版） 

 

公益社団法人 日本ホッケー協会 

 

  ＜登録の義務＞ 

１ ．  公益社団法人日本ホッケー協会（以下「ＪＨＡ」という）に所 属 す る チ ー ム 及 び 構 成 員 

（監督、コーチ、選手、その他役員）は、２．に規定する種別に登録しなければならない。 

未 登 録 の チ ー ム 及 び 構 成 員 は 、 Ｊ Ｈ Ａ 主 催 の 大 会 及 び そ れ に 準 じ る 大 会

（国民体育大会ブロック大会等）に出場することはできない。 

構成員（監督、コーチ、選手、その他役員）の登録は、「選手」もしくは「チームスタッフ」 

の２種類とし、そのどちらかまたは両方に登録することができる。 

なお、チームの構成が通常活動するチームと異なる編成となる可能性のある、国民体育大会（ブ

ロック大会を含む）、中学11人制大会、ジャパンリーグにおいては、【別表（追加登録の具体例）】

に従い登録を行う。 平成29年度まで認めていた「一般男女」の登録者が、全日本マスターズ大

会に参加する場合の登録免除は廃止し、必ず「マスターズ」種別にも登録すること。 

 

また、「手当者」の兼務については、【別紙 ｢監督・選手・コーチの兼務について（2018.7.7. 

通知）｣】に則り行うこと。 

 

 

 ＜登録の種別＞ 

２．登録の種別は次のとおりとする。 

  （１） 一般男子  （７） 中学男子   （13） 国体（成年種別） 

  （２） 一般女子   （８） 中学女子   （14） 国体（少年種別） 

  （３） 大学男子   （９） スポ少男子     （15） 中学１１人制 

  （４） 大学女子   （10） スポ少女子     （16）  ジャパンリーグ 

  （５） 高校男子   （11） マスターズ男子   （17） マスターズ 

（６） 高校女子   （12） マスターズ女子 

     ※(13)から(17)は個人登録用の種別 

    ※(13)(14)の国体は、ブロック大会も該当する 
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  ＜登録の手続＞ 

３．本年度の登録（以下「年度登録」という）は新登録システムにより、５月２０日までにＪＨＡへ

の登録を完了しなければならない｡ 年度登録は、別に定める電子登録と登録料の納入（コンビニ

決済もしくはクレジットカード決済のいずれか）によって完了する。なお、前述２通りの方法によ

る決済ができない場合には、事前にＪＨＡに相談すること。 

また、今年度より、年度当初のチーム登録は下記の通り１次・２次の２回の期日を設ける。 

・１次締め切り・・４月１９日（金） 

・２次締め切り・・５月２０日（月） 

※１次締め切りは、５月末から行われる高校のインターハイ都道府県予選に「登録証」の発送を 

間に合わせるために設けた。 

 

 

  ＜追加登録・登録変更＞ 

４．追加登録・登録変更は次のとおりとする。 

 （１）新しく結成されたチームは、都道府県協会がその事実を審査のうえ証明書を添えてＪＨＡへ 

登録することができる。 

 （２）登録構成員に追加あるいは変更のある場合は、別に定める登録申込書の電子登録と登録料の

納入（コンビニ決済もしくはクレジットカード決済のいずれか）によって遅延なくＪＨＡに

届け出ること。「登録証」の発行は、毎月２０日〆切、月末発送とする。 

 （３）選手の移籍については、別に定めるところによる。 

 

 

  ＜外国人選手＞ 

５．外国人の取り扱いは次のとおりとする。 

  外国人選手（以下「外国人」という。）の登録手続は、次の通り行うものとする。 

 （１）外国人とは、日本国の国籍を持たないものをいう。 

    ただし、日本の学校教育法に基づく中学校または高等学校を卒業した者を除く。 

 （２）全日本選手権およびホッケージャパンリーグに出場する外国人選手は、次のいずれかの書類

の写しを試合に出場する3日前までにＪＨＡへ提出すること（電子メールで可）。 

① 所属先の記された書類と就労ビザの写し 

② 居住する市町村が発行する外国人登録の写し 

③ 登録学校の在学証明書の写し 

④ 留学ビザの写し 
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 （３）年度登録の外国人数は、無制限とする。 

 （４）外国人の全国大会参加に係る大会実施要項の取扱い 

    外国人の大会参加については、次のとおり大会実施要項に明記する。 

    「大会エントリーの外国人数は無制限とし、スターティングリストは２名以内とする。」 

 （５）全国高等学校選抜大会及び全国高等学校総合体育大会については、全国高等学校体育連盟の

     の規定に基づく。 

 

 

  ＜その他、登録の留意事項＞ 

６．その他、登録の留意事項 

（１）年度登録に関しては、人数および登録者居住地の制限はない。 

（２）選手は同一種別に属する複数のチームに登録することはできない。 

 （３）国民体育大会(ブロック大会含む)・中学11人制大会について、いずれかの≪登録の種別≫に登

録していれば参加可能である。ただし、「選手」登録していた者が「チームスタッフ（監督・

コーチ・その他役員）」として出場する場合や、その逆に「チームスタッフ（監督・コーチ・

その他役員）」として登録していた者が「選手」として出場する場合には、【別表（追加登録

の具体例）】に従い≪登録の種別≫（13・14）国体の部、（15）中学１１人制、（16）ジャパ

ンリーグに登録しなければならない。 

※ 全国スポーツ少年団大会、全日本中学生大会、インターハイ、高校選抜大会において、学校代

表者（学校長等）については特例として各大会の実行委員会に申請することによりベンチ入

りできる。その場合、実行委員会がＡＤカードを発行する。 

    ※ 全国スポーツ少年団大会、全日本中学生大会、インターハイ、高校選抜大会における「チーム

スタッフ」の制限については、所轄団体等との規程を踏まえて、実施要項もしくは大会レギュ

レーションで定める。 
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  ＜年度登録料＞ 

７．年度登録料は、チーム登録料、役員・選手個人登録料からなる。 

種 別 チーム登録料 役員・選手個人登録料（ １ 人 当 た り ） 

一般男子・一般女子 45,000円 チームスタッフ1,400円  選手1,400円 

大学男子・大学女子 35,000円 チームスタッフ1,400円  選手1,300円 

高校男子・高校女子 30,000円 チームスタッフ1,400円  選手 200円 

中学男子・中学女子 6,000円 チームスタッフ1,400円  選手なし 

スポーツ少年団男子・スポーツ少年団女子 1,000円 チームスタッフ1,400円  選手なし 

マスターズ男女    なし チームスタッフ1,400円  選手1,400円 
・国体(含：ブロック予選) 

・中学１１人制 

・ジャパンリーグ 

・マスターズ 

※左記大会における 

個人登録用種別 

チームスタッフ 3,000円 

選手 3,000円(一般、大学、マスターズ) 

   1,000円(中学、高校) 

 

 

  ＜登録証の再発行＞ 

８．紛失等の理由による「登録証」の再発行手続きについては下記の通りとする。 

 （１）追加登録と同様の手順（当規程４、参照）により行う。 

 （２）「登録証」の再発行費用については、下記の金額を徴収する。 

    ・高校生以下           ５００円（送料込み） 

    ・大学生以上(マスターズ含)  １,０００円（送料込み） 

 （３）大会当日に「登録証」を持参していない(忘れた・紛失した)場合 

    ・大会実行委員会により、当該者の登録状況を確認できたら、当該大会のみ有効の「登録証 

明証」を大会ＴＤが発行する。 

    ・この際、発行手数料として５００円を徴収する。 

 

 

  ＜審 査＞ 

９．登録に関する審査はこの規程にもとづいて都道府県協会が行い、ＪＨＡの承認を得るもの

  とする。 
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  ＜チーム移籍＞ 

10．チーム移籍は次のとおりとする。 

（１）一般種別（ホッケージャパンリーグ加盟チームを除く）の移籍について 

     年度内に選手が所属チームを変更する場合（移籍）は、新所属チームは旧所属チームの 

同意書を添付して、ＪＨＡに通知しなければならない。 

※全国大会の予選会の大会参加申込書に記載されている選手は、その全国大会に別のチー 

ムで出場することはできない。 

     ※全日本社会人選手権大会、全日本学生ホッケー選手権大会の大会参加申込書に記載され 

ている選手は、同年度内に開催される全日本選手権大会に別のチームで出場はできない。 

（２）ホッケージャパンリーグ加盟チーム間の選手移籍について 

① ホッケージャパンリーグ加盟チームに一度でも選手登録された選手は、同一年度内は他

のホッケージャパンリーグ加盟チームに移籍することはできない。 

② ホッケージャパンリーグ加盟チームに選手登録された選手が、翌年度に別のホッケージ

ャパンリーグ加盟チームに移籍する場合は、移籍前後の両チームの代表者と本人（未成年

者の場合は保護者も含む）の三者による「同意書」をホッケージャパンリーグに提出し、

ホッケージャパンリーグが認めた場合のみ移籍を認める。 

③ ②において選手が移籍を希望するものの、移籍前のチームから「同意書」が得られなか

った場合は、移籍前のチームを退部した日から１年を経れば「同意書」がなくても移籍後

のチームに選手登録できる。 

④ ②において、高校生および大学生が卒業に伴い翌年度の所属チームを変更する場合には

適用しない。すなわち「同意書」がなくても所属チームを変更できる。 

⑤ ホッケージャパンリーグ加盟チーム間の移籍に関する疑義が生じた場合は、ホッケージ

ャパンリーグがJHAと協議のうえ決定する。 

 （３）その他 

       移籍に関する疑義については、ＪＨＡが決定する。 

 

 

  ＜その他＞ 

11．ここの規程に定めのないものについては、その都度ＪＨＡが決定する。 

 

 

  ＜付 則＞ 

12．この規程は、２０１９年４月１日より施行する。 
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 2018年 7月 7日  

都道府県ホッケー協会 殿 

日本社会人ホッケー連盟 殿 

日本学生ホッケー連盟 殿 

全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 殿 

中学校部会 殿 

スポーツ少年団部会 殿 

ホッケー日本リーグ機構 殿 

公認競技役員 殿               

公益社団法人日本ホッケー協会  

                 技術委員会委員長 真 喜代司 

   

 

監督、選手、コーチ、手当者の兼任について（通知） 

 

平素より多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。 

さて、同一チームにおける監督と選手、コーチと選手等の兼任とは別に、複数チームにおいてコ

ーチや監督を兼任するケースについてのご質問を多くいただいております。特に、手当者の兼任扱

いについては、考慮を必要とするチーム事情もあると伺っております。 

つきましては、兼任の可否を次の通りまとめて通知いたしますので、ご理解の上、本年度の大会

参加時のエントリーにつきまして、遺漏のないように手続きくださいますよう、貴管下所属チーム

へ周知よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 選手、コーチ、監督の兼任の可否について 

（１） 同一大会の場合は、複数のチームにわたる監督・コーチ・選手の兼任は認めない。ただし、

自身の所属するチーム内で選手兼コーチ、選手兼監督の兼任は認める。その場合は、「選

手」「チームスタッフ」の両方での登録が必要。（従前から変更なし） 

（例１） 社会人大会で同じチームの監督兼選手として大会参加することは可能。 

（例２） 社会人大会で、男子チームでは選手、女子チームのコーチという参加は認めら

れない。同一大会で複数チームでの参加となるため認められない。（男子・女子

の種別は異なるが同一大会とみなす） 

（２） 別大会の場合は、兼任を認める。 

（例３） インターハイで監督をし、インカレで監督をすることは認める。ただし、大学

チーム、高校チームのそれぞれに「チームスタッフ」としての登録が必要。 

（例４） インカレで監督をして、社会人大会で選手をすることは認める。ただし、大学

チームで「チームスタッフ」として登録し、社会人チームで「選手」としての

登録が必要。 

（３） 全国大会の予選会もその同一大会とみなす。すなわち、社会人大会のブロック大会で男子

チームの選手で大会参加登録した人は、たとえブロック予選会で敗退したとしても、女子

を含む他の社会人大会(本大会含む)に参加するチームの監督、コーチ、選手として登録す

ることはできない。 

（例５） 社会人大会関東ブロック予選会の男子チームの選手で大会参加登録された人が

近畿ブロック予選会の女子チームのコーチとして大会参加登録することは認め

られない。 
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２ 手当者の兼任の可否について 

  手当者は、同一大会内であっても制限なく兼務を認める。ただし、選手として登録をしている

者が、他のチームで手当者に従事する場合は、別途チームスタッフ登録を完了しておくこと。

同チームであればチームスタッフ登録の必要はない。また、手当者は成人でなければならない。

なお、同一種別の別のチームに同時に登録することも可能であるが、当該チーム同士が対戦す

る場合は、どちらか一方のチームでしかスターティングリストにエントリーできない。 

（例６） インカレに男子チームの「手当者」として参加登録し、同時に参加している別

のチーム（男女関係なく）の「手当者」として参加することができる。 

（例７） インカレに男子チームの「監督」として参加登録し、同時に参加している別の

チーム（男女関係なく）の「手当者」として参加することができる。 

 

 

３ 国体出場にかかる制限 

〇 全ての役職において、同一都道府県での出場しか許されない。すなわち、「手当者」を含め 

全ての役職において、同一都道府県以外での兼務はできない。 

〇 監督・コーチ・選手では、種別をまたいでの兼務は認められない。ただし、「手当者」につ 

いてのみ、同一都道府県内であれば兼務を認める。   

（例８） A県少年男子チームの「監督」は A県少年女子チームの「手当者」として参加で

きる。 

 

 

４ その他 

〇「チームスタッフ」の制限について、全国スポ少大会・全日本中学選手権・中学 11人制大会 

およびインターハイについては、実施要項もしくは大会レギュレーションで定める。 

〇この規程は、ブロック予選会も同様の扱いとする。 

 

以上 
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ルール研修会 質問・要望 （２０１８年度） 

2019.2.10～11 

 

質問 

１ ルールブック 5.1の試合終了間際の判定について、今年度何度かその場面について出くわしたり、そのよう

なシュチュエーションがあったりしたとお聞きしましたので確認でお伺いします。2017年度のレギュレーショ

ンには国内では適用しないと記載してますが、2018年度のルール研修会の際配られた資料のレギュレーション

では赤線で斜線が引かれています。しかしハンドブック等で公表されたレギュレーションには記載がありませ

ん。適用しないとの認識でよろしかったでしょうか。適用しないのであればルールブックには判定を直さなけ

ればならないと記載されているので、記載した方がいいのではないでしょうか？ルールを確認する際、なにも

記載がなければそちらを優先してしまう可能性があると思います。 

 

 A 2018年度までは、原則として、この規則については国内では適用しないこととしていました。ただし、サ

ジェスチョンアンパイアを置いてチャレンジ権がある場合は適用するとしていましたので、レギュレーショ

ンの記載にあいまいな部分があったことは否めません。 

しかし、今年指摘があったような事案があったことから、来年度はこの規則は規則書にある通り適用するこ

とにいたします。 

 

 

 

２ ６人制のコートに関して、バックラインから 20ｍの位置にラインを引いてはどうか？効果は以下のとおり。 

①コーナーの開始位置をそのライン上にすることができる。11人制は 23ｍに対して 20ｍなので妥当かと。ラ

イン上から行えるため、今よりも正確な位置から開始することができる。 

②サークルへの打込み、故意の反則のPC等、20ｍラインから適用とする。11人制では 23ｍから適用に対し、

現在の６人制ルールでは 25～27.5ｍから適用となり、11人制よりも距離が長いという矛盾が解消される。 

③PCの守備者の内、センターラインに戻る者は、相手陣内の 20ｍラインまで戻る。（バックラインから 30～

35ｍ離れることになる）サイドラインが 50ｍの場合、センターラインから戻る者は、サークルから 13ｍし

か離れておらず、バックラインから守備する者と 1ｍしか違わなかったが、こうすればサークルから 18ｍは

離れることになる。 

④20ｍライン同士の間は、ミドルエリアとすることができるので、センターパスは自陣扱いという特例を設け

る必要がなくなる。 

⑤シュートアウトの際、そのラインを利用できる。 

 

A 非常に合理的で良い案だと思います。しかし、近年、ラインをできるだけ少なくしたいということで、破線

などもなくしました。ラインが増えると 

① １１人制ラインと交錯する。 

② 人工芝の敷設に費用がかさむ。 

上記のことから、できるだけ少ない線で行うことをご理解ください。 
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３ 各種大会（国体、日本リーグ、全日本選手権除く）について、一部帯同審判員制とし、それぞれのカテゴリ

ーからの審判参加を一定割合義務付けてはどうか？各カテゴリーで計画的に審判育成をしてもらうため、数年

の猶予を設けて実施してはどうか。 

 

A 過去にもそのようなことを提案して、実施してきました。すでに実施していることですが、なかなか定着し

ていない現状があります。しかし、必要なことなので継続実施していきます。 

 

 

 

４ 昨年のルール研修会でも話題になっていましたが、負傷者がいる場合にボールを出してゲームを切るという

ことを、協会として方針を打ちだし、指導者にしっかりと指導してはどうか。モラルの問題ではあるが、何ら

かの強制力も必要ではないか。 

 

 A ご指摘の意図は理解できます。しかし、強制ということは現段階では難しいです。 

今後も引き続き指導者に対して指導していくことしかないと考えます。伝達のためのブロックや都道府県の

研修時にもぜひ伝えていただきたいと思います。 

 

 

 

５ 大会運営には関係ありませんが、現在審判講習会の合否結果から、その後事務処理に至るまで大変時間が掛

かっているかと思います。また講師にその情報も伝わってきません。その辺りの現況と改善策が無いのかを検

討頂きたい。 また各種大会での役員派遣に係る処での連絡手段ですが、個人情報保護の観点から扱いには留意

が必要かと思いますが、必要情報が網羅された連絡先の名簿（メールアドレス、携帯番号、最寄駅、出身校等）

が在ればスムーズかと思いますが如何でしょうか？ 

 

A ある程度そのような情報を整理して管理しておくことも考える必要があるかと思います。時間がかかって

いるご指摘の点は、技術委員会でも毎回話題にして解決に向けて取り組んでいますが、問題は、事務局の担

当者がいないということです。その改善に向けて、今取り組んでいるところですので、まもなく改善される

と思います。情報管理も同時にできるように考えたいと思います。  
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前
合

宿
・
Ｇ

Ｋ
コ

ー
チ

招
聘

（
東

京
）

ア
ズ

ラ
ン

シ
ャ

ー
カ

ッ
プ

・
事

前
合

宿
（
東

京
）

国
内

強
化

合
宿

（
東

京
）

全
日

本
男

子
（
岡

山
）

女
子

Ｈ
ＪＬ

フ
ァ

イ
ナ

ル
Ｓ

(大
阪

)

国
民

体
育

大
会

（
茨

城
）

イ
ン

カ
レ

（
関

東
学

連
）

G
K

招
聘

事
業

・
強

化
合

宿
事

業
（
東

京
）
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